
定時株主総会
招集ご通知

20第 期

株式会社プレミアムウォーターホールディングス
証券コード 2588

パソコン・スマートフォン・タブレッ
ト端末からもご覧いただけます。

https://s.srdb.jp/2588/

日 時
2026年６月24日（水曜日）
午後２時00分（開場 午後１時15分）
場 所

東京都港区六本木三丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー９F
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター
Room A
総会会場が前回と異なっておりますので、お間違いのな
いようご注意ください。

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
第２号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
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株 主 各 位 証券コード 2588
2026 年 ６ 月 8 日

（電子提供措置の開始日2026年６月２日）

山梨県富士吉田市上吉田4597番地の１

1

株式会社プレミアムウォーターホールディングス
代 表 取 締 役 社 長 金 本 彰 彦

第20期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサ

イトに「第20期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

［当社ウェブサイト］
https://premiumwater-hd.co.jp/

上記ウェブサイトにアクセスして、「株主・投資家情報」「株式・社債関連情報」「株主総会」
の順に選択のうえ、ご覧ください。
また、上記のほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

［東京証券取引所ウェブサイト]
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「プレミアムウォーターホールディ
ングス」又は「コード」に当社証券コード「2588」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類
/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合には、書面又はインターネットにより議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁
及び４頁の「議決権行使のご案内」に従って、2026年６月23日（火曜日）午後７時00分まで
に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2026年６月24日（水曜日）午後２時00分 ※開場 午後１時15分

２．場 所 東京都港区六本木三丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー9F
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room A

３．会議の目的事項
報告事項 １．第20期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第20期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
第２号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申し上げます。
● その他のご注意事項については、本定時株主総会招集通知の表紙及び当社ウェブサイトに掲載する「第

20期定時株主総会の開催スケジュール及び総会会場の運営等に関するお知らせ」に記載しております
ので、本定時株主総会へご出席いただく株主様につきましては、必ず事前にご確認くださいますようお
願い申し上げます。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。

● 剰余金の配当につきましては、2026年５月12日開催の当社取締役会において、第20期期末配当とし
て、１株当たり60円の配当を実施する旨を決議いたしました。なお、第20期期末配当の支払開始日は、
2026年６月16日としております。

● 2026年３月期株主優待（2026年３月31日現在の株主様を対象）のご案内につきましては、本封書と
は別に2026年６月16日に発送いたします。

当社ウェブサイト https://premiumwater-hd.co.jp/
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご

検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます｡

■ 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

● 全員賛成の場合
● 全員反対する場合

● 一部の候補者を
反対する場合

● 賛成の場合
● 反対する場合

「賛」の欄に○印

「否」の欄に○印

「賛」の欄に○印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

「賛」の欄に○印

「否」の欄に○印

≫
≫

こちらに、議案の賛否をご記入ください。
【第１号議案】

【第２号議案】

インターネットで議決権をご行使される場合郵送で議決権をご行使される場合

議決権行使サイトで議案に対する賛否を
ご入力いただき､ ご送信ください。

2026年６月23日（火曜日）
午後7時00分受付分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、ご返送ください｡

2026年６月23日（火曜日）
午後7時00分到着分まで

行使
期限

行使
期限

日時

会場

株主総会にご出席される場合

2026年６月24日（水曜日）午後２時00分
東京都港区六本⽊三丁目２番１号 住友不動産六本⽊グランドタワー9F
ベルサール六本⽊グランドコンファレンスセンター
Room A
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 代理人によるご出席について
議決権をご行使できる当社の他の株
主1名様を代理人にご指定のうえ、
代理権を証明する書面を株主総会開
会前に当社にご提出ください。

≫
≫

≫

議決権行使のお取り扱いについて
議決権行使書用紙において議案に賛否の表示がない場合には、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

3
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■ インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

https://www.web54.net
議決権行使書用紙右下に
記載のQRコードを読み
取ってください。

1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。3

「パスワード」を
入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 午前9時～午後9時）

※「QRコード」は株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。2

■ 重複して行使された議決権の取扱いについて

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

（1）インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合には、イ
ンターネットによるものを有効として取り扱わせていただきます。

（2）インターネットにより複数回議決権をご行使された場合、又はパソコンとスマートフォンで重複して議決権
をご行使された場合には、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 ▶

4
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株主様向け事前質問のご案内

本株主総会の議案に関するご質問を当社専用フォームにて受付いたします。株主の皆様にお
かれましては、書面又はインターネットにより議決権を行使していただくとともに、事前質問
のご利用をご検討ください。

いただきましたご質問につきましては、定時株主総会当日に会場にてご回答申し上げます。
質問の内容や当日の進行の都合上、すべてのご質問にはご回答できない場合がございますので、
あらかじめご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

受付
期限

2026年６月17日（水曜日）
午後６時00分受付分まで

受付
方法

インターネットによる事前質問受付サイトを開設いたしました。パソコン、スマート
フォンより以下のURLをご入力いただくか、QRコードを使いフォームにアクセスして
いただき、ご質問をご記入ください。

[専用フォーム]
https://forms.gle/BSMCTfop4ZJZ8GCY8

ご質問をいただく際は、株主番号のご記入が必要となりますので、お手許の議決権
行使書用紙に記載の株主番号をご確認ください。
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株主総会参考書類

6

議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同様とします。）10名

は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選
任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討された結果、意見陳述すべき特段の事項は

ないとの結論に至っております。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

１

はぎ お よう へい

萩 尾 陽 平
再任
●生年月日
1978年５月17日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式1,194,000株

2004年４月 株式会社エフエルシー 入社
同社 事業部長

2005年４月 同社 取締役
2010年11月 プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
2014年２月 株式会社エフエルシー 代表取締役
2015年６月 当社 取締役
2016年６月 当社 代表取締役社長
2017年４月 プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
2018年３月 株式会社PWリソース 代表取締役
2018年６月 プレミアムウォーター株式会社 取締役

エフエルシープレミアム株式会社 取締役
2019年６月 株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役
2022年11月 株式会社ラストワンマイル 取締役
2023年10月 株式会社DREAMBEER 代表取締役社長（現任）
2024年 6 月 当社 代表取締役会長（現任）

【取締役候補者とした理由】
同氏は、長年にわたってウォーターサーバー事業等に携わったことで培った豊富な知識と経験に基づ
き、当社代表取締役社長として当社グループの事業全体の事業責任者を統率し、強いリーダーシップ
と行動力により、当社グループの発展に貢献いたしました。その実績を踏まえ、当社グループの持続
的な成長と企業価値の更なる向上のために同氏が必要不可欠であると判断し、引き続き取締役として
選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

２

かね もと あき ひこ

金 本 彰 彦
再任
●生年月日
1973年２月12日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 496,450株

2006年８月 株式会社エフエルシーフーズ（現 株式会社ケイビー
フーズ） 代表取締役

2012年９月 株式会社エフエルシー 取締役
2013年12月 プレミアムウォーター株式会社 取締役 上級執行役員
2016年６月 当社 上級執行役員
2017年４月 プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
2017年６月 当社 取締役副社長
2018年２月 株式会社メヴィアス（現 株式会社グローバルワン）

取締役（現任）
2018年６月 プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）

エフエルシープレミアム株式会社 取締役
2024年６月 当社 代表取締役社長（現任）

【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社グループ全体の事業統括責任者として当社グループの経営に強いリーダーシップと優れ
た経営執行能力を発揮し、主要事業であるウォーターサーバー事業の急成長に大きく貢献してまいり
ました。これらの豊富な経験とグループ会社経営における見識を踏まえ、当社グループの持続的な成
長と企業価値の更なる向上のために同氏が必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願い
するものであります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

３

いま いずみ たか ひろ

今 泉 貴 広
再任
●生年月日
1972年９月27日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 353,560株

1994年４月 株式会社UDK 入社
2006年12月 株式会社LUXURY 代表取締役社長
2012年３月 エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエル

シープレミアム株式会社） 取締役副社長
2013年３月 株式会社エフエルシー 執行役員
2014年３月 株式会社エフエルシー 上級執行役員

エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエル
シープレミアム株式会社） 取締役

2016年６月 当社 上級執行役員
2017年６月 当社 取締役
2018年６月 当社 常務取締役

プレミアムウォーター株式会社 取締役
2020年６月 当社 専務取締役（現任）
2024年３月 株式会社DREAMBEER 取締役（現任）
2024年４月 株式会社LUXURY 代表取締役会長
2025年12月 株式会社ウォーターオフグリッド 代表取締役社長

（現任）
【取締役候補者とした理由】
同氏は、長年にわたってセールスプロモーション事業等に携わることで培った豊富な知識と経験を活
かし、強いリーダーシップをもって当社グループの営業部門を指揮することで営業力の大幅な強化と
当社グループの成長に多大な貢献を果たしてまいりました。同氏の知見及び経験等は、当社グループ
の持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任を
お願いするものであります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

４

なが の ひで あき

長 野 成 晃
再任
●生年月日
1978年２月15日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 87,900株

2003年４月 株式会社光通信 入社
2008年４月 同社 管理本部 財務部 副統轄次長
2014年12月 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
2015年10月 当社 執行役員 管理本部長
2016年４月 株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プ

レミアムウォーター株式会社）代表取締役
2016年６月 当社 代表取締役CFO
2017年６月 当社 代表取締役CDO

プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
2018年３月 株式会社PWリソース 代表取締役社長（現任）
2019年４月 当社 代表取締役CDO兼CFO兼CIO
2019年10月 アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレ

クト） 代表取締役社長
2020年10月 株式会社プレミアムウォーター（現 プレミアムウォ

ータープロダクツ株式会社） 代表取締役社長
2023年10月 株式会社ラストワンマイル 執行役員

株式会社DREAMBEER 取締役（現任）
2024年１月 INEST株式会社 取締役（現任）
2024年 6 月 当社 取締役CFO（現任）

株式会社DREAMBEER MARKETING（現 株式会社
ウォーターオフグリッド） 代表取締役社長

2024年10月 プレミアムウォータープロダクツ株式会社 取締役
2024年11月 株式会社ラストワンマイル取締役（現任）
2025年12月 株式会社ウォーターオフグリッド 取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
同氏は、管理部門の責任者や新規事業等の責任者を歴任することで培った豊富な知識と経験に基づき
当社の取締役として当社グループの経営課題への対応策の立案及び決定で重要な役割を果たしてまい
りました。同氏の知見及び経験等が、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に貢献で
きると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

５

たけ い みち お

武 井 道 雄
再任
●生年月日
1963年４月13日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 47,200株

1982年４月 ローム富士株式会社 入社
2003年８月 岩谷物流株式会社 取締役 工場長
2007年１月 当社 入社
2010年６月 富士ウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
2011年６月 当社 取締役 執行役員 生産・開発部長
2013年12月 当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長
2015年６月 当社 執行役員常務 生産・開発本部長
2016年６月 当社 上級執行役員
2016年７月 株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォー

ター株式会社） 取締役 生産・開発本部長
2017年６月 当社 取締役（現任）
2021年５月 プレミアムウォーター中部株式会社（現 プレミアムウ

ォータープロダクツ株式会社）取締役副社長
2021年７月 プレミアムウォーター株式会社 取締役
2022年２月 プレミアムウォーター富士株式会社（現 プレミアムウ

ォータープロダクツ株式会社）代表取締役社長
プレミアムウォーター朝来株式会社（現 プレミアムウ
ォータープロダクツ株式会社）代表取締役社長

2024年10月 プレミアムウォータープロダクツ株式会社 代表取締役
社長

2025年６月 プレミアムウォータープロダクツ株式会社 取締役
（現任）

2025年12月 株式会社ウォーターオフグリッド 取締役（現任）
【取締役候補者とした理由】
同氏は、長年にわたって生産、開発及び物流等に携わることで培った豊富な知識と経験に基づき、当
社グループの強みである製販一体型体制において強いリーダーシップを発揮し、当社グループの急成
長するウォーターサーバー事業の製造部門の構築及び強化に大きく貢献いたしました。同氏の知識及
び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引
き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

６

し みず とし あき

清 水 利 昭
再任
●生年月日
1971年12月３日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 31,500株

1999年11月 株式会社日本オプティカル 入社
2009年12月 株式会社慶友ホスピタリティ・マネジメント 入社
2014年 9 月 株式会社エフエルシー 経営管理本部 財務経理部長
2017年１月 当社 経営管理本部副本部長 兼 財務経理部長
2017年 7 月 当社 執行役員経営管理本部副本部長 兼 財務経理部

長
2018年２月 株式会社メヴィアス（現 株式会社グローバルワン）

監査役（現任）
2019年 6 月 エフエルシープレミアム株式会社 取締役

プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
株式会社LUXURY 取締役

2020年 4 月 当社 執行役員 経営管理本部長
2020年 6 月 当社 上級執行役員 経営管理本部長
2023年11月 株式会社ラストワンマイル 取締役
2025年３月 株式会社プレミアムビジネスサポート 代表取締役社

長（現任）
2025年６月 当社 取締役（現任）
2025年10月 株式会社ティーズエージェンシーホールディングス

取締役（現任）
【取締役候補者とした理由】
同氏は、財務等に関する高度な専門性と知識、優れた情報分析力を有しており、当社グループの健全
な運営と発展に寄与してきました。近年は、上級執行役員経営管理本部長として、当社グループの経
営全般を支える中核的な役割を担っております。その実績及び知見は、当社グループの持続的な成長
と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするもの
であります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

７

たに ぐち まさ いち ろう

谷 口 政 一 郎
再任
●生年月日
1976年７月24日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 74,900株

1999年 4 月 株式会社光通信 入社
2007年４月 株式会社光通信 SHOP事業本部 SHOP関西統括Grp

統轄部長
2010年 7 月 株式会社ジェイコミュニケーション 代表取締役
2016年 9 月 株式会社Bestライフソリューション 取締役
2016年11月 当社 転籍
2018年 4 月 プレミアムウォーター株式会社 執行役員 事業開発本

部長
2019年４月 株式会社メヴィアス（現 株式会社グローバルワン）

取締役（現任）
2019年 5 月 当社 執行役員
2019年 6 月 プレミアムウォーター株式会社 取締役
2021年６月 同社 常務取締役
2022年６月 当社 上級執行役員
2025年６月 当社 取締役（現任）

プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社グループの強みであるセールスプロモーション事業の責任者として培ってきた豊富な知
識と経験に基づき、当社グループのウォーターサーバー事業のテレマーケティング販路の拡大に多大
な貢献を果たしてまいりました。今後もかかる知識や経験等を取締役会における意思決定や監督機能
などに活かすことで当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に繋げられるものと判断し、
引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

８

わ だ ひで あき

和 田 英 明
再任
●生年月日
1973年12月13日生

●所有する当社の株式の種類及び数
−株

1997年４月 株式会社光通信 入社
2004年６月 同社 取締役
2005年９月 同社 ネットワーク事業本部長
2007年４月 同社 常務取締役
2009年６月 同社 常務執行役員

同社 情報通信事業本部長（組織名称変更に伴い2017
年４月より営業統括本部長）

2012年４月 株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役
2012年６月 株式会社光通信 常務取締役
2013年４月 テレコムサービス株式会社 代表取締役
2015年６月 当社 取締役（現任）
2017年６月 株式会社光通信 取締役副社長
2018年６月 株式会社エフティグループ 取締役
2019年２月 株式会社アクトコール 取締役
2019年６月 株式会社光通信 代表取締役社長
2020年６月 光通信株式会社 取締役
2021年３月 株式会社HCMAアルファ 代表取締役
2022年12月 株式会社エムティーアイ 社外取締役（現任）
2023年９月 株式会社HCMAアルファ 代表取締役（現任）
2024年６月 株式会社コア・コンサルティング・グループ 代表取

締役
2026年４月 株式会社光通信 代表取締役COO（現任）

光通信投資管理株式会社 取締役（現任）
【取締役候補者とした理由】
同氏は、株式会社光通信の代表取締役社長を務めるなど企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い見
識を有しており、かかる経験と見識に基づいて当社の経営や事業運営に関して的確な助言と提言を適
宜いただいております。かかる実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上
のためには同氏に今後も当社の経営に携わっていただくことが最適と判断したため、引き続き取締役
として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

９

むら ぐち かず たか

村 口 和 孝
再任
●生年月日
1958年11月20日生

●所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 17,700株

1984年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグルー
プ株式会社） 入社

1998年７月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設
立 代表取締役（現任）

2006年３月 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投
資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）

2007年３月 当社 取締役
2012年６月 ぷらっとホーム株式会社 社外取締役
2015年３月 当社 代表取締役会長
2015年６月 当社 取締役（現任）
2017年９月 株式会社ブロードバンドタワー 取締役
2018年11月 JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
2019年11月 パイフォトニクス株式会社 社外取締役（現任）
2021年６月 株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）

株式会社ラック 社外取締役
イシン株式会社 社外取締役

【取締役候補者とした理由】
同氏は、当社設立時から当社取締役に就任し、取締役会の審議の場において、当社グループの経営に
おける重要な事項に関し、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な知識及び経験に基づく適切な助
言や提言を適宜いただいております。同氏の知識及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業
価値の更なる向上に必要であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであり
ます。
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候補者
番 号 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

10

かわ はら なつ こ

川 原 夏 子
再任 社外
●生年月日
1973年４月24日生

●所有する当社の株式の種類及び数
−株

1996年４月 旭化成株式会社 入社
2006年６月 日本ロレアル株式会社 入社
2007年１月 同社 コンシューマープロダクツ事業本部 ロレアルパ

リ事業部長
2010年８月 同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 プロフ

ェッショナルコスメティクス事業部長
2012年４月 同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 ロレア

ルプロフェッショナル事業部長
2015年７月 サフィロジャパン株式会社 代表取締役社長
2017年11月 株式会社ストッケ 代表取締役社長
2021年６月 当社 社外取締役（現任）
2023年11月 株式会社マッシュスタイルラボ 執行役員（現任）
2025年９月 株式会社マッシュホールディングス 米国リージョン

責任者（現任）
【社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割】
同氏は、商品企画部門の責任者や会社経営者を歴任しており、会社経営やマーケティング及びブラン
ディングに関する豊富で幅広い知識と経験を有しております。現在、かかる知識及び経験等に基づい
て、当社の経営陣から独立した立場から当社グループ全体の経営や事業展開等について的確な助言と
監督を行っていただいており、今後もかかる役割を果たしていただくことを期待していることから、
引き続き社外取締役として選任することをお願いするものであります。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各取締役候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社等である株式会社光通信及びその子

会社等における現在又は過去10年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
３．取締役候補者 村口和孝氏、和田英明氏及び川原夏子氏は、当社との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第31条の規

定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、３氏の再任が承認された
場合には、この責任限定契約を継続いたします。この責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額とな
ります。

４．取締役候補者 川原夏子氏の戸籍上の氏名は「森谷」となります。
５．取締役候補者 川原夏子氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は、現在も当社の社外取締役であり、その就任期

間は、本定時株主総会の終結の時をもって５年となります。
６．当社は、取締役候補者 川原夏子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、また、同氏が

再任されましたら改めて独立役員として届け出る予定であります。
７．取締役候補者 川原夏子氏は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であったことはありません。
８．取締役候補者 川原夏子氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産の供与を受ける予定はなく、ま

た過去２年間にこのような財産の供与を受けていたこともありません。
９．取締役候補者 川原夏子氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以

内の親族その他これに準ずる者ではありません。
10. 取締役候補者 川原夏子氏は、当社の親会社等、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員に該当せず、また過去10年間

にこれらに該当したこともありません。
11. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担するこ

ととなる、役員等としての職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
損害を、当該保険契約によって填補することにしております。各取締役候補者は、当社の取締役として当該保険契約の被保
険者に含まれることになります。なお、当社は、本議案に係る取締役の在任期間中（2026年10月）に、当該保険契約を更
新する予定となります。当該保険契約の内容については、事業報告「４ 会社役員に関する事項 (3) 会社の役員等賠償責任
保険契約に関する事項」を併せてご参照ください。
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【ご参考】スキル・マトリックス
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に必要となる取締役会全体としてのバランス、多様

性、規模等を勘案して、取締役会及び監査等委員会が備えるべきスキルを明確化した「スキル・マトリックス」
に照らし、スキルを保有する取締役（監査等委員である取締役を含みます。）をバランスよく備え、多様性が確
保できるように努めてまいります。
スキルについては、取締役会及び監査等委員会に求められる機能や経営戦略との整合性及び事業特性の観点

から特定しており、スキルの定義及び保有判断の目安を設定しております。各スキルの有無の判断に際しては、
特に高い実績、豊富な経験、高度な知見等を有しているか否かを目安としております。
議案が原案のとおり承認可決された場合における各取締役（監査等委員である取締役を含みます。）のスキル

は以下のとおりとなります。

氏名 企業経営 事業戦略・
マーケティング

製造技術・
研究開発

営業戦略・
営業推進 ESG・SDGs 財務・会計

法務・
リスクマネジ

メント
IT・DX

取
締
役

萩尾 陽平 ○ ○ ○
金本 彰彦 ○ ○ ○ ○
今泉 貴広 ○ ○
長野 成晃 ○ ○ ○ ○ ○
武井 道雄 ○ ○
清水 利昭 ○ ○ ○ 〇 〇
谷口 政一郎 ○ ○
和田 英明 ○ ○
村口 和孝 ○ ○
川原 夏子 ○ ○ ○

監
査
等
委
員

加藤 次夫 ○ ○ ○
柴田 亮 ○ ○ ○
髙橋 邦美 ○ ○ ○
内田 正之 ○ ○
有田 道生 ○ ○ ○ ○
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【ご参考】取締役会及び監査等委員会の構成について
議案が原案どおり可決された場合、当社の取締役会及び監査等委員会の構成は次のとおりとなります。

人数 うち社外
（うち女性）

取締役会及び
監査等委員会に占める

独立役員の割合うち独立役員
取締役会 15名 ４名（１名） ４名 26.6％

監査等委員会 ５名 ３名（０名） ３名 60.0％
上記のとおり、取締役会につきましては、取締役15名中、社外取締役が４名（うち女性１名）となり、その

いずれもが独立役員となります。監査等委員会につきましても、監査等委員である取締役５名中、３名（うち
女性０名）が社外取締役である監査等委員となり、その過半数を占めます。また、これら３名の社外取締役
は、いずれも独立役員となります。従いまして、監査等委員会の独立性は引き続き担保された体制となりま
す。
このように、取締役会及び監査等委員会のいずれも経営陣に対する実効性の高い監督が行える体制となって

おります。
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第２号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

１．提案の理由及びこれを相当とする理由
本議案は、当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取

締役である者を除きます。以下、断りがない限り、本議案において同じとします。）及び執
行役員（以下、取締役と執行役員を合わせて「取締役等」といいます。）に対する新たな業
績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted
Stock））」（以下「本制度」といいます。）を導入することについて、ご承認をお願いするも
のであります。
本議案は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役

等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有すること
で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としてお
り、本議案を原案どおりご承認いただいた場合に、本定時株主総会終結後の当社取締役会に
おいて決議予定の当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（後
掲）とも合致していることから、本議案の内容は相当であるものと考えております。
本議案は、2022年６月22日開催の第16期定時株主総会においてご承認をいただきまし

た取締役の報酬額（年額700百万円以内（うち社外取締役分として年額５百万円以内）。た
だし、使用人分給与は含みません。）とは別枠として、本制度に基づく報酬を当社の取締役
に対して支給するため、報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容についてのご承認
をお願いするものです。なお、本制度の詳細につきましては、下記２．の枠内で、取締役会
にご一任頂きたいと存じます。
第１号議案が原案通り承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は９名となりま

す。
なお、監査等委員会から、本制度の目的、本議案の決定プロセスを踏まえ、本制度の導入

は相当であるとの意見表明を受けております。
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２．本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容
（１）本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設
定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定
める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭
（以下、「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度
です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、
取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として
取締役等の退任時とします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等
は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記３．のとおり、譲渡制限契約を締結する
こととします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該
取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。

（２）本制度の対象者
取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者は、

本制度の対象外とします。）及び執行役員

（３）信託期間
2026年８月（予定）から本信託が終了するまで（なお、本信託の信託期間について、

特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株
式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。）
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（４）信託金額
本議案をご承認いただくことを条件として、当社は、2027年３月末日で終了する事業

年度から2031年３月末日で終了する事業年度までの５事業年度（以下、当該５事業年度
の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する５
事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）及びその後の各対象期間を対
象として本制度を導入し、取締役等への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社
株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、本信託設定（2026年８月（予定））時に、当初対象期間に対応する必要

資金として見込まれる相当額の金銭を拠出し、本信託を設定します。本制度に基づき取締
役等に対して付与するポイントの上限数は、下記（６）のとおり、１事業年度当たり
40,000ポイントであるため、本信託設定時には、直前の東京証券取引所における当社普
通株式の普通取引の終値を考慮して、200,000株を上限として取得するために必要と合理
的に見込まれる資金を本信託に拠出いたします。なお、ご参考として、2026年５月11日
の終値3,455円を適用した場合、上記の必要資金は、約691百万円となります。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期

間ごとに、本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、
本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとしま
す。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前
までの各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締
役等に対する給付が未了であるものを除きます。）及び金銭（以下、「残存株式等」といい
ます。）があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に
充当することとし、残存株式等を勘案した上で、追加拠出額を算出するものとします。当
社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
（注）当社が実際に本信託に拠出する金銭は、上記の株式取得資金のほか、信託報酬等の

必要費用の見込額を合わせた金額となります。

（５）本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記（４）により拠出された資金を原資として、取引

所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとし
ます。
なお、取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記（６）のとおり、１事業年度当

たり40,000ポイントであるため、各対象期間について本信託が取得する当社株式数の上
限は200,000株となります。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切
に開示いたします。
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（６）取締役等に給付される当社株式等の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を

勘案して定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される１事業年度当たりの
ポイント数の合計は、40,000ポイント（うち、取締役分として20,000ポイント）を上限
とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等
を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
また、取締役等に付与されるポイントは、下記（７）の当社株式等の給付に際し、１ポ

イント当たり当社普通株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後に
おいて、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合に
は、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率につ
いて合理的な調整を行います。）。
なお、取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式に係る

議決権数200個の発行済株式総数に係る議決権数305,359個（2026年３月31日現在）に
対する割合は約0.07％です。
下記（７）の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則とし

て、下記（７）の受益権確定時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします（以
下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。）。

（７）当社株式等の給付及び報酬等の額の具体的な算定方法
受益者要件を満たした取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則とし

て上記（６）に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株
式について、毎年一定の時期に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に
定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、原則として退
任時に当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。金銭給付を行うために、本信託により
当社株式を売却する場合があります。
なお、取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付

に先立ち、当社との間で下記３．のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これ
により、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任まで
の間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
また、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、在任中に一定の非違行為があった

ことに起因して退任した場合又は在任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった
場合は、給付を受ける権利を取得できないこととします。
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取締役が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役に付与されるポイント
数の合計に本信託の有する当社株式の１株当たりの帳簿価額を乗じた金額（ただし、当社
株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率
等に応じて合理的な調整を行います。）を基礎とします。また、役員株式給付規程の定め
に従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加
算した額とします。

（８）議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しな

いこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使
について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。

（９）配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託

に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信
託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する取締
役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになりま
す。

（10）信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終

了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償

で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時にお
ける本信託の残余財産のうち、金銭については、上記（９）により取締役等に給付される
金銭を除いた残額が当社に給付されます。

３．取締役等に給付される当社株式に係る譲渡制限契約の概要
取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立

ち、当社との間で、概要として、以下の内容を含む譲渡制限契約（以下「本譲渡制限契約」
といいます。）を締結するものとします（取締役等は、本譲渡制限契約を締結することを条
件として、当社株式の給付を受けるものとします。）。ただし、株式給付時点において取締役
等が既に退任している場合等においては、本譲渡制限契約を締結せずに当社株式を給付する
ことがあります。
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① 譲渡制限の内容
取締役等は、当社株式の給付を受けた日から当社又は当社の連結子会社（以下、「当社

グループ」といいます。）の全ての会社の役員及び従業員の何れでもなくなる日までの間、
給付を受けた当社株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないこと

② 当社による無償取得
一定の非違行為等があった場合や下記③の譲渡制限の解除の要件を充足しない場合に

は、当社が当該株式を無償で取得すること
③ 譲渡制限の解除

取締役等が、当社グループの全ての会社の役職員を正当な理由により退任若しくは退職
し又は死亡により退任若しくは退職した場合、当該時点において譲渡制限を解除すること

④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約その他組織再編等に関する事項が当社

の株主総会等で承認された場合、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発
生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除すること

なお、本譲渡制限契約による譲渡制限の対象とする当社株式は、譲渡制限期間中の譲渡、
担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する
証券会社に対象となる取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。
また、上記のほか、本譲渡制限契約における意思表示及び通知の方法、本譲渡制限契約の

改定の方法、その他取締役会で定める事項を本譲渡制限契約の内容といたします。
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＜ご参考：本制度の仕組み＞

① 当社は、本議案につき承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制
定します。

② 当社は、本議案につき承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の

自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 取締役等は、当社との間で、在任中に給付を受けた当社株式について、当該取締役等の退

任までの間、譲渡等による処分が制限される旨、及び一定の当社による無償取得条項等を
含む譲渡制限契約を締結します。

⑤ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。

⑥ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議
決権を行使しないこととします。

⑦ 本信託は、毎年一定の時期に取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満た
した者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に
応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満た
す場合には、ポイントの一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を給付し
ます。
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＜取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針＞
１．基本方針

以下の基本方針に則り設計します。
【取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬】
(ア) 当社グループの業績推移、役員構成、その他の諸般の事情を勘案し、適切な水準及び体

系とする。
(イ) 業務執行取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。）につい

ては、経営責任を明確にするとともに、業績向上へのインセンティブを高めるものとす
る。

(ウ) 業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績等に応じた賞与に加え中長期
的な企業価値増大への貢献意識を高めるための業績連動型株式報酬（BBT-RS）によって
構成する。

(エ) 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬は、客観的な立場か
ら業務執行を監督する職務に鑑み、業績連動報酬や株式報酬は行わず、固定報酬である基
本報酬のみを支給する。

２．構成及び割合等
構成、支給時期及び各報酬の金額割合

種類 支給時期 割合

金銭報酬
固定 基本報酬 毎月

（6月定時株主総会後に決定） 概ね63％

業績連動 賞与 年１回または半年に１回 概ね３％

非金銭報酬
（株式報酬） 業績連動 業績連動型株式報酬

（BBT-RS）

原則として毎年一定の時期
（一定割合については当社株
式の給付に代えて、原則とし
て退任時に当社株式の時価相
当の金銭給付が発生）

概ね34％
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(ア) 基本報酬
連結営業利益を主な指標とし、その他の会社の業績や職責を総合的に勘案して決定しま

す。毎年６月の定時株主総会終結後、直前事業年度の業績等を踏まえ取締役会で決定いた
します。

(イ) 賞与
当社グループの業績等を総合的に勘案した結果、業務執行取締役の職務執行に報いる必

要があると判断したときは、当社取締役会の決議により、当社グループの業績等に応じた
賞与を支給することがあります。業績達成度を測る指標については、連結営業利益を主な
指標とし、その他の会社の業績や職責を総合的に勘案して決定いたします。この場合に
は、当社取締役会において賞与として支給する報酬等の総額を当社取締役会において別途
決議したうえで、賞与として支給する個人別の具体的な報酬等の金額の決定については、
個人別の業績その他の職務遂行の内容等に対する評価を適切に金額に反映させるため、当
社代表取締役社長に再委任いたします。

(ウ) 業績連動型株式報酬（BBT-RS）
役位に応じた基本ポイントに業績達成度に応じて算出した係数を乗じて得たポイントを

各事業年度に関して付与し、原則として毎年一定の時期に確定ポイント数に応じた数の当
社株式を業績連動型株式報酬（BBT-RS）として株式給付信託を通じて給付します。ただ
し、規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について当社株式の給付に代えて、退任
時に当社株式の時価相当の金銭給付を行います。業績達成度を測る指標については、連結
営業利益を主な指標とし、その他の会社の業績や職責を総合的に勘案して決定いたしま
す。業務執行取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、給付に先立ち当社との間で
譲渡制限契約を締結するものとし、その譲渡等による処分が制限される期間は、原則とし
て取締役等の退任時までとします。
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３．決定プロセス
個人別の報酬等は、株主総会で決議された範囲内で意見陳述権を有する監査等委員の意見

を確認のうえ、取締役会の決議に基づき決定します。取締役会による決定には、業績連動金
銭賞与及び非金銭報酬（BBT-RS）の算定に用いる指標（連結営業利益等）及びその係数を
含みます。
業績連動金銭賞与及び株式報酬（BBT-RS）については、当社取締役会において支給する

報酬等の総額及び総ポイント数を決議したうえで、個人別の具体的な支給金額及び付与ポイ
ント数の決定については、個人別の業績その他の職務遂行の内容等に対する評価を適切に反
映させるため、代表取締役社長に委任いたします。

【監査等委員である取締役の報酬】
監査等委員である取締役の報酬は、客観的な立場から業務執行を監督する職務に鑑み、業績

連動報酬や株式報酬は行わず、固定報酬である基本報酬のみとし、今後期待される役割等を勘
案したうえで監査等委員である取締役の協議によって決定します。

以 上
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１ 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度においては、雇用・所得環境の改善が続く中、景気は緩やかに回復した一
方で、国際情勢の不安定な状況の長期化に加え、米国の通商政策の影響、中東情勢の緊迫
化、物価上昇の継続、及び金融資本市場の変動リスク等により、先行きは依然として不透明
な状態が続いております。
こうした状況の中、当社グループでは、お客様に安心・安全で高品質な飲料水を安定的に

提供できる体制の構築に努めており、ウォーターサーバーを新たなライフスタイルの提案と
位置付け、ウォーターサーバーに対する認知度の向上を図ってまいりました。「冷温水が簡
単に利用できる」、「日本の良質な天然水が定期的に自宅まで配達される」などの利便性に加
えて、飲料水の水質や安全性に対する消費者の意識が一層高まっており、災害時の備蓄水と
しても活用できることから、当社グループの事業環境に対して好影響を及ぼしています。こ
のような社会的ニーズを踏まえ、商品ラインナップの拡充やサービスの品質向上にも取り組
んでおります。
また、当社グループでは、脱炭素社会を目指し環境保全と利益創出の同時実現をビジョン

の一つと捉え、天然水という日本の資源を継続的に守り、育むための取組みを行っておりま
す。さらに水資源を使用する者の責任として、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向け
た取組み範囲を拡大させ、積極的に社会的責任を果たしてまいります。

当連結会計年度における当社グループの取組みにつきましては、収益面ではデモンストレ
ーション販売の実施やテレマーケティングの活用及びWEB等によって多くの新規顧客を獲
得するなど、積極的な営業活動を展開してまいりました。また、長期にわたる宅配水の定期
配送サービスの利用が安定的な収益基盤の構築に繋がることから、長期契約プランの提供等
の販売戦略強化を行い、既存顧客の継続率の向上及びお客様の満足度向上のために各種付帯
サービスの提供を推進した結果、当連結会計年度末の保有契約件数は182万件となりまし
た。
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費用面では人件費や販売促進費等の増加が当社グループの利益押下げ要因となっているも
のの、顧客獲得に係るコストの効率化や各工場設備の稼働率の向上等による製造原価の低
減、及び物流網の構築による配送費の安定化など、各種費用の低減に努めてまいりました。
その結果、当連結会計年度における連結業績につきましては、売上収益は80,323百万円

（前年同期比4.5％増）、営業利益は12,647百万円（前年同期比10.1％増）、税引前当期利益
は12,037百万円（前年同期比32.5％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は8,450百万
円（前年同期比50.1％増）となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度に実施した当社グループの設備投資の総額は16,600百万円となります。

その主要な内訳は次のとおりです。
（宅配水事業）

設備投資の名称 合計金額

顧客向けレンタル用ウォーターサーバーの取得 13,283百万円

顧客管理システムに係る機能追加及び改修 1,316百万円

宅配水製造工場の建設及び機械の取得 332百万円
（注）１．設備投資の総額及び内訳には、当連結会計年度において継続中の設備投資の金額（仮勘定に計上されているもの）

及び無形固定資産に係る投資額を含めております。
２．主要な内訳からは、金額が１億円未満となる設備投資案件を除外しております。
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（3）資金調達の状況
当社グループは、当連結会計年度において新たに社債を発行したことによって合計

12,500百万円を調達いたしました。その主な内訳は次のとおりです。

発行会社 当社
銘柄 第10回無担保社債
発行総額 2,500百万円
利率 2.620%
払込期日 2025年９月８日
償還期限 2028年９月８日

発行会社 当社
銘柄 第11回期限前償還条項付無担保社債
発行総額 8,000百万円
利率 2.867%
払込期日 2026年３月11日
償還期限 2029年３月９日

発行会社 当社
銘柄 第12回期限前償還条項付無担保社債
発行総額 2,000百万円
利率 3.623%
払込期日 2026年３月11日
償還期限 2031年３月11日
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（4）対処すべき課題
当社グループの事業を取り巻く環境は、国際情勢の不安定な状況の長期化に加え、今後の

米国の通商の影響、物価上昇の継続、及び金融資本市場の変動リスク等により、先行きは依
然として不透明な状態が続いています。
このような事業環境の中、当社グループとしましては、中核事業であるウォーターサーバ

ー事業の分野での更なる成長及び拡大に向けて引き続き経営資源を投下し、日本国内におけ
るウォーターサーバーの認知度及び普及率をより一層向上させ、多くのお客様に当社グルー
プのサービスをご利用いただくことで、日本国内の価値のある高品質な天然水を広めてまい
ります。
そのために、当社グループが対処すべき課題は以下のとおりです。

①マーケットシェアの拡大と収益性の向上
中核事業であるウォーターサーバー事業においては保有契約件数の純増を維持すること

及びお客様一人当たりの収益を向上させることが当社グループの安定的かつ持続的な成長
のために必要不可欠であると考えております。これに対応するべく、主に以下の点に取り
組んでまいります。
（ⅰ）営業人員の増強や販売手法及び販売チャネルの多様化及び強化、当社グループのサ

ービスの取扱企業の拡大をはじめとする外部企業に対するアライアンスの推進を通
じた、ウォーターサーバー事業におけるサービスの潜在的な需要の掘り起こし

（ⅱ）お客様の需要に応じたウォーターサーバー等やプランの拡充に加え、多様性のある
商品・サービスの提供、宅配水サービスの継続率や宅配水の消費量の向上等に繋が
る各種キャンペーンを通じたお客様の満足度及びお客様一人当たりの収益性の向上

（ⅲ）お客様に対する営業部門及びカスタマー部門の対応品質の更なる向上、お客様の需
要に応じた代替商品・サービスの提供等による当社グループのお客様の離脱（解
約）抑止
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②製造・調達コスト等の低減化
ウォーターサーバーの調達、宅配水の製造並びにこれらの配送の安定化と各種費用の増

加抑制は、当社グループの収益基盤を確保するうえで必要不可欠となります。社会的情勢
の変化等に対応しつつ、取引先の多様化に加え、原材料の使用量の削減をはじめとする宅
配水の製造体制の効率化や配送網の最適化等を図ることに努めてまいります。

③人材基盤の強化
当社グループの持続的な成長のためには、優秀な従業員の確保とグループ内の統一的な

人事制度のもとでの教育・指導等を通じた従業員の育成を推進することが必要不可欠であ
ると考えております。従業員の確保に向けて定期的な新卒採用と業務分野ごとに能力ある
人材の中途採用を実施するとともに、当社グループの確立した人事制度のもとで各種研修
等を通じた従業員への経営理念等の浸透と技術・能力等の拡充に努めてまいります。

④顧客管理システム及び情報管理体制の強化
今後予想される保有契約件数の増加に対応し、持続的な成長を支え、効率的に業務を運

営するため、当社グループの顧客管理システムをはじめとする基幹システムの改修・刷新
を推進しております。また、お客様の情報は重要な資産と位置付け、強固なセキュリティ
基盤の構築に努めております。昨今、巧妙化・多様化するサイバー攻撃や内部不正等の広
範なリスクに対し、接続環境を問わず全てのアクセスを厳格に認証・監視する多層的な防
御体制を整備するとともに、最新の脅威動向を即時に反映した動的な検知・防御システム
の運用を強化しております。加えて、役員及び従業員を対象とした教育・訓練の実施等、
システム及び人的運用の両面から、情報セキュリティレベルの継続的な向上に取り組んで
まいります。

⑤内部管理体制等の充実
当社グループの持続的な成長のためには、今後の事業戦略の展開とともに、多様化する

ビジネスリスクに対応できる強固な内部管理体制が必要となります。コーポレート・ガバ
ナンス体制をさらに充実させるとともに、内部統制システムに基づき、特に各種研修等を
通じたコンプライアンス意識の醸成と更なる浸透、リスク管理部門による活動を通じた適
正な業務運営を引き続き実施してまいります。
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⑥ESG経営の強化
当社グループでは、昨今のグローバルな社会的課題の解決に向けた動向及び価値観の変

容に留意しつつ、企業価値の向上と持続可能な社会の実現のため、カーボンニュートラル
への貢献やプラスチック資源循環型モデルの実現、労働環境の更なる改善等に取り組んで
まいります。環境保全と利益創出の同時実現をビジョンの一つと捉え、天然水という日本
の資源を継続的に守ってこれを育むための取組みを行い、水資源を使用する者の責任とし
て特にSDGs（持続可能な開発目標）の達成やESG（環境・社会・ガバナンス）に留意し
た経営の実践に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。

（5）財産及び損益の状況の推移
期別

項目

第17期 第18期 第19期 第20期
（当連結会計年度）

（2023年３月期） （2024年３月期） （2025年３月期） （2026年３月期）
売 上 収 益 76,463百万円 80,578百万円 76,895百万円 80,323百万円

営 業 利 益 7,346百万円 9,436百万円 11,482百万円 12,647百万円

親会社の所有者に帰属する当期利益 6,057百万円 5,777百万円 5,631百万円 8,450百万円

基本的１株当たり当期利益 204円35銭 195円21銭 189円40銭 282円80銭

資 産 合 計 86,872百万円 99,406百万円 112,076百万円 135,265百万円

資 本 合 計 19,640百万円 22,770百万円 25,073百万円 32,076百万円

親会社所有者帰属持分比率 22.6％ 22.9％ 22.4％ 23.7％

流 動 比 率 146.9％ 158.5％ 109.9％ 110.5％
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（6）重要な親会社及び子会社の状況（2026年３月31日現在）
①親会社の状況
（ⅰ）親会社との関係

当社の親会社は株式会社光通信であります。同社は、その子会社による間接保有分を
含め、当社の議決権の70.1％を保有しております。その内訳は普通株式12,352,850
株、B種種類株式9,046,070株です。また、当社からの要請に基づき、同社の取締役及
び従業員の合計２名が当社の取締役（監査等委員である取締役を含みます。）に就任し
ております。

（ⅱ）親会社との間の重要な財務及び事業の方針に関する契約等
当社と株式会社光通信との間で該当する契約等はありません。なお、当社は、重要な

財務及び事業の方針については当社取締役会において独自に審議のうえで決定しており
ますが、同社との間で意見交換等を適宜行い、同社の有する知見及びノウハウ等に基づ
いた助言等を受けております。

②重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社が有する
子会社の議決権比率 主要な事業内容

プレミアムウォーター株式会社 300百万円 100.0％ 宅配水・ウォーターサーバーの
製造及び販売事業

プレミアムウォータープロダクツ株式会社 150百万円 100.0％
(100.0％) 宅配水の製造事業

株 式 会 社 L U X U R Y 100百万円 100.0％ 宅配水・ウォーターサーバーの
取次販売事業

（注）１．当社が有する子会社の議決権比率の（）内は、当社が有する子会社の議決権比率のうち子会社による間接保有の割合として
表示しております。

２．2026年３月31日時点の状況を記載しておりますが、株式会社LUXURYは、2026年４月21日付で、プレミアムウォーター
株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。

③特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。
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④企業結合の経過
（ⅰ）事業の譲渡、譲受け、合併、会社分割等の企業再編

当連結会計年度においては、重要な事業の譲渡、譲受け、合併、会社分割等の企業再
編はありません。

（ⅱ）重要な業務提携又は技術提携
当連結会計年度においては、重要な業務提携又は技術提携はありません。

（ⅲ）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分等の状況
当社は、2026年３月25日付で、株式会社ラストワンマイルが発行する第４回新株予

約権を行使し、同社普通株式22,327株を取得いたしました。なお、本新株予約権の行
使に伴う払込金額は21百万円（新株予約権269個）であります。

⑤企業結合の成果
当社の連結子会社は、上記②の重要な子会社を含め、合計13社であります。また、当社

の持分法適用関連会社は合計9社であります。

（7）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社グループは、当社並びに当社の連結子会社13社及び持分法適用関連会社9社により構

成されております。当社は、持株会社としてグループ各社の株式を保有することにより、グ
ループ全体の経営管理及び経営戦略の策定を行うことを主な事業としております。
グループ各社における主な事業内容は、宅配水の製造、宅配水及びウォーターサーバーの

販売を行うウォーターサーバー事業、並びにその他事業となります。
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（8）主要な事業所（2026年３月31日現在）
①当社

本店 山梨県富士吉田市上吉田4597番地の１
東京本社 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

②重要な子会社
会社名 区分 所在地

プレミアムウォーター株式会社

本店 山梨県富士吉田市
西桂オフィス 山梨県南都留郡西桂町
河口湖センター 山梨県南都留郡富士河口湖町

東京本社 東京都港区
原宿オフィス 東京都渋谷区
大阪支店 大阪府大阪市

福岡オフィス 福岡県福岡市
台湾支店 台湾台北市

プレミアムウォータープロダクツ株式会社

本店・岐阜北方工場 岐阜県本巣郡北方町
富士吉田工場 山梨県富士吉田市
西桂工場 山梨県南都留郡西桂町
朝来工場 兵庫県朝来市

株 式 会 社 L U X U R Y 本店 東京都港区

（注）①当社の東京本社、②プレミアムウォーター株式会社の東京本社は、2026年3月に移転しております。

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



39

（9）従業員の状況（2026年３月31日現在）
①企業集団の従業員数
従業員数 前期末比増減

914名（116名） +32名（+8名）
（注）従業員数は正社員の就業人員（他社からの出向者を含み、他社への出向者を除きます。）であります。また、当連結会計年度に

おける平均臨時雇用者数（準社員、アルバイトを含みます。）及びその前期末比増減は、従業員数欄及び前期末比増減欄の（）
内でそれぞれ記載しております。

②当社の従業員数
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
5名（5名） △1名（+3名） 43.0歳 11.3年

（注）従業員数は正社員の就業人員（他社からの出向者を含み、他社への出向者を除きます。）であります。また、当事業年度におけ
る平均臨時雇用者数（準社員、アルバイトを含みます。）及びその前期末比増減は、従業員数欄及び前期末比増減欄の（）内で
それぞれ記載しております。

（10）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
借 入 先 借入残高

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 新 生 銀 行 3,099百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,018百万円

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 1,930百万円

近 畿 産 業 信 用 組 合 1,464百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,161百万円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 729百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 664百万円

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 512百万円

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 500百万円
（注）１．当社グループの金融機関からの借入れのうち2026年３月31日現在において借入残高が３億円以上となる金融機関を記載し

ております。
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２．当社は、財務基盤の強化及び今後の設備投資資金の確保を図るため、株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェント、
株式会社横浜銀行をコ・アレンジャーとする次の貸出コミットメントライン契約を締結しております。

契約形式 貸出コミットメントライン契約

極度額 3,000百万円

借入実行残高 −
コミットメント
開始日 2024年３月31日
コミットメント
期間 最長３年間
最終弁済期日
（借入期間） −

参加金融機関
株式会社みずほ銀行
株式会社横浜銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社

３．上記「(10) 主要な借入先の状況」には、株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社横浜銀行をコ・アレ
ンジャーとする次の協調融資が含まれております。

借入総額
（借入残高）

2,000百万円
（143百万円）

1,800百万円
（514百万円）

借入実行日 2019年10月２日 2021年３月31日
最終弁済期日
（借入期間）

2026年９月30日
（７年間）

2028年３月31日
（７年間）

参加金融機関
株式会社みずほ銀行
株式会社横浜銀行
株式会社りそな銀行

株式会社みずほ銀行
株式会社横浜銀行

借入総額
（借入残高）

3,240百万円
（3,240百万円）

借入実行日
2022年６月30日
2023年12月29日
2026年３月31日

最終弁済期日
（借入期間）

2032年12月31日
（６年9か月間）

参加金融機関
株式会社みずほ銀行
株式会社横浜銀行
ほか８行

（11）その他企業集団に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1）発 行 可 能 株 式 総 数 84,000,000株

発行可能種類株式総数 普通株式 84,000,000株
Ａ種優先株式 28株
Ｂ種種類株式 9,046,070株

（2）発 行 済 株 式 の 総 数 普通株式 21,819,399株 （自己株式323,034株を含む。)
Ａ種優先株式 −株
Ｂ種種類株式 9,046,070株

（3）株 主 数 普通株式 8,332名
Ｂ種種類株式 １ 名

（4）大 株 主
株 主 名 保有する株式の数 持株比率

株式会社HCMAアルファ 普通株式 12,352,850株 40.44%
株式会社光通信 Ｂ種種類株式 9,046,070株 29.62%
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 普通株式 2,735,100株 8.96%
萩尾 陽平 普通株式 1,194,000株 3.91%
金本 彰彦 普通株式 496,450株 1.63%
今泉 貴広 普通株式 353,560株 1.16%
木下 政弘 普通株式 328,810株 1.08%
プレミアムウォーターホールディングス従業員持株会 普通株式 238,190株 0.78%
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ
六号投資事業有限責任組合 普通株式 222,100株 0.73%
三木谷 浩史 普通株式 172,700株 0.57%

（注）持株比率は、自己株式（323,034株）を控除し、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式に関する事項
該当する事項はありません。

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



42

（6）その他株式に関する重要な事項
2026年１月23日開催の当社臨時株主総会及び取締役会の決議に基づき、同年３月６日付

で新たにＢ種種類株式9,046,070株を株式会社光通信に対して第三者割当の方法により発行
し、当社は、同社が保有している当社普通株式9,046,070株を取得しました。
また、2026年３月６日開催の取締役会の決議に基づき、取得した当該普通株式の全てを

同年３月10日付で消却しております。

３ 新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等の状況
①2016年７月１日付株式交換に伴う当社第８回新株予約権（注）
（Ａ）新株予約権の数 ４個
（Ｂ）目的である株式の種類及び数 普通株式2,120株（新株予約権１個当たり普通株式530株）
（Ｃ）新株予約権の払込金額 無償
（Ｄ）新株予約権の行使価額 １株あたり377円
（Ｅ）行使期間 2017年４月15日から2027年３月31日まで
（Ｆ）割当先 当社並びに当社子会社の役員及び従業員
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②2020年８月６日開催の取締役会決議に基づく当社第12回新株予約権
（Ａ）新株予約権の数 805個
（Ｂ）目的である株式の種類及び数 普通株式80,500株（新株予約権１個当たり普通株式100株）
（Ｃ）新株予約権の払込金額 １個につき1,400円
（Ｄ）新株予約権の行使価額 １株あたり2,720円
（Ｅ）行使期間 2023年７月１日から2026年６月30日まで
（Ｆ）割当先 当社並びに当社子会社の役員及び従業員

(注）2016年５月13日開催の当社臨時株主総会において、当社を完全親会社、株式会社エフエルシーを完全子会社とする株式交換契
約が承認され、当該株式交換により、効力発生日前に株式会社エフエルシーが発行していた同社第２回（その１）新株予約権、
第２回（その２）新株予約権、第３回（その１）新株予約権、第４回新株予約権に代わり、それぞれ当社第６回新株予約権、
第７回（その１）新株予約権及び第８回新株予約権が交付されております。なお、株式会社エフエルシー第４回新株予約権は
公正な価額で有償にて発行された新株予約権となります。
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４ 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（2026年３月31日現在）
当社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長 萩 尾 陽 平 株式会社DREAMBEER 代表取締役社長

代表取締役社長 金 本 彰 彦 プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
株式会社グローバルワン 取締役

専 務 取 締 役 今 泉 貴 広
株式会社LUXURY 代表取締役会長
株式会社DREAMBEER 取締役
株式会社ウォーターオフグリッド 代表取締役社長

取 締 役 C F O 長 野 成 晃

プレミアムウォーター株式会社 取締役
株式会社PWリソース 代表取締役社長
株式会社DREAMBEER 取締役
INEST株式会社 取締役
株式会社ラストワンマイル 取締役
株式会社ウォーターオフグリッド 取締役

取 締 役 武 井 道 雄
富士ウォーター株式会社 代表取締役社長
プレミアムウォータープロダクツ株式会社 取締役
株式会社ウォーターオフグリッド 取締役

〇 取 締 役 清 水 利 昭

プレミアムウォーター株式会社 取締役
株式会社プレミアムビジネスサポート 代表取締役社長
株式会社LUXURY 取締役
株式会社グローバルワン 監査役
株式会社ティーズエージェンシーホールディングス 取締役

〇 取 締 役 谷 口 政 一 郎 プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
株式会社グローバルワン 取締役

取 締 役 和 田 英 明
株式会社光通信 代表取締役社長
光通信株式会社 取締役
株式会社エムティーアイ 社外取締役
株式会社HCMAアルファ 代表取締役

取 締 役 村 口 和 孝

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有
限責任組合 無限責任組合員
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役
パイフォトニクス株式会社 社外取締役
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役
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当社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 川 原 夏 子 株式会社マッシュスタイルラボ 執行役員

株式会社マッシュホールディングス 米国リージョン責任者
取 締 役
常勤監査等委員 加 藤 次 夫 ̶

〇取 締 役
監 査 等 委 員 柴 田 亮

株式会社DREAMBEER 監査役
株式会社シック・ホールディングス 監査役
INEST株式会社 取締役監査等委員
株式会社ザッパラス 取締役監査等委員
株式会社FUJI PREMIUM BREWING 監査役
株式会社光通信 財務企画部長 兼 M&A本部財務担当

取 締 役
監 査 等 委 員 髙 橋 邦 美 株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役
取 締 役
監 査 等 委 員 内 田 正 之 内田・後藤法律事務所 代表

取 締 役
監 査 等 委 員 有 田 道 生

株式会社エルティヴィー 社外取締役
株式会社Fun To Create 代表取締役
M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役

（注）１．○印は、2025年６月25日開催の第19期定時株主総会において新たに選任され就任した取締役であります。
２．取締役のうち、川原夏子氏、髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま

す。
３．当社は、取締役 川原夏子氏、髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま

す。
４．2025年６月25日開催の第19期定時株主総会の終結の時をもって、古谷啓伍氏、松永光市氏、小泉まり氏、杉田将夫氏は任

期満了により退任いたしました。
５．監査等委員である取締役 加藤次夫氏は、当社の管理部長を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
６．監査等委員である取締役 柴田亮氏は、親会社である株式会社光通信の財務部門の幹部職や関連会社等の監査役を経験して

おり、財務及び監査に関する相当程度の知見を有しております。
７．監査等委員である社外取締役 髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有しております。
８．監査等委員である社外取締役 髙橋邦美氏は、当事業年度末日現在において当社普通株式を6,000株（議決権個数60個）保

有しておりますが、発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、当社からの独立性は保たれているも
のと判断しております。

９．当社は、取締役（監査等委員である取締役を除きます。）からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強
化その他の監査の実効性の確保を図るため、監査等委員である取締役 加藤次夫氏を常勤の監査等委員として選定しており
ます。

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



46

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、非業務執行取締役等に該当する取締役

（監査等委員である取締役を含みます。）全員との間で、これらの者が会社法第423条第１項
に定める損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意で重大な過失がない
ときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額をもって当該損害賠償責任の限度額
とする旨の契約を締結しております。

（3）会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、当社及び当社の全子会社の取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要

な使用人を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の３に規定する役員等
賠償責任保険契約）を保険会社との間で締結しております。
この役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、以下のとおりです。
①会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により被保険者が負担することとなった争訟費
用及び損害賠償金等を填補の対象としております。なお、被保険者による犯罪行為等
（刑事罰の対象となる行為のほか、法令違反であることを認識しながら行った行為を含
みます。）に起因する損害賠償請求については填補の対象外となることにより、被保険
者による職務執行の適正性が担保されているものと考えております。

②この役員等賠償責任保険契約に係る保険料は、当社が全額負担しております。
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（4）取締役の報酬等に関する事項
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等に係る方針は、当社取締役会において当社の役員構成並び

に当社グループの業績の推移その他の諸般の事情を勘案して報酬の適切な水準及び体系であ
るかを検証し審議したうえで、これを当社取締役会で決定しております。
当事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等については、当該方針の内容に従い、

業務執行取締役については当社グループの連結業績及び各業務執行取締役の業績に対する貢
献度を踏まえた報酬案が策定されたものと認められるため、取締役会においてこの個人別の
報酬等は相当であると判断しております。
当社の取締役の個人別の報酬等に係る方針に関する概要は次のとおりです。

（ⅰ）業務執行取締役の報酬等
業務執行取締役の個人別の報酬等については、固定報酬である基本報酬（確定した金

銭報酬）のみとすることを原則とします。この基本報酬の決定に当たっては、経営責任
を明確にするとともに業績向上へのインセンティブを高めるために、連結営業利益を主
な指標とし、その他の会社の業績等、職責等を総合的に勘案した変動報酬型とします。
ただし、当社グループの業績等を総合的に勘案した結果、業務執行取締役の職務執行に
報いる必要があると判断したときは、当社取締役会の決議により、当社グループの業績
等に応じた賞与を支給することがあるものとします。
また、業務執行取締役の個人別の報酬等の額は、毎年６月開催の定時株主総会の終結

後、直前事業年度の当社グループの業績等を勘案して当社取締役会の決議によってこれ
を決定いたします。
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（ⅱ）非業務執行取締役等（監査等委員である取締役を含みます。以下同様とします。）の
報酬等
非業務執行取締役等の報酬等については、客観的に業務執行を監督する立場にあるこ

とに鑑みて業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとします。
なお、非業務執行取締役等のうち監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報

酬等については、毎年６月開催の定時株主総会の終結後、今後期待される役割等を勘案
したうえで当社取締役会の決議によってこれを決定いたします。
また、非業務執行取締役等のうち監査等委員である取締役の個人別の報酬等について

は、今後期待される役割等を勘案したうえで監査等委員である取締役の協議によって決
定いたします。

②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
（ⅰ）取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、（ⅰ）において同様とします。）

の報酬等に関する決議
2022年６月22日開催の第16期定時株主総会において取締役の報酬等の額は年額

700百万円以内（うち社外取締役分は５百万円。なお、使用人兼務取締役の使用人分給
与は除きます。）とする旨の決議をいただいております。この決議の対象となる取締役
の員数は10名（うち社外取締役１名）となります。

（ⅱ）監査等委員である取締役の報酬等に関する決議
2019年６月26日開催の第13期定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行

する旨の決議とともに、この移行後の監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30
百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます。）とする旨の決議をいただ
いております。この決議の対象となる監査等委員である取締役の員数は５名（うち社外
取締役３名）となります。
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③取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下同様とします。）の個人別の報酬等の
内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、2022年６月22日開催の第16期定時株主総会の

決議に基づき、当社取締役会に委任されており、取締役の個人別の基本報酬（月額固定金
額）については取締役会の決議に基づいて定めております。
なお、当社グループの業績等を総合的に勘案した結果、業務執行取締役の職務執行に報い

る必要があると判断したときは、当社取締役会の決議により、当社グループの業績等に応じ
た賞与を支給することがあります。この場合には、当社取締役会において賞与として支給す
る報酬等の総額を当社取締役会において別途決議したうえで、賞与として支給する個人別の
具体的な報酬等の金額の決定については、個人別の業績その他の職務遂行の内容等に対する
評価を適切に金額に反映させるため、当社代表取締役社長である金本彰彦氏に再委任してお
ります。後記「④取締役の報酬の総額等」の報酬等には、当事業年度においてかかる手続に
よって支給した賞与が含まれております。

④取締役の報酬の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。） 293 293 − − 12

社 外 取 締 役
（監査等委員である取締役を除く。） 1 1 − − 1

監査等委員である取締役
（社 外 取 締 役 を 除 く。） 8 8 − − 3

監査等委員である社外取締役 7 7 − − 3
（注）１．上記の報酬等のうち「基本報酬」には、当事業年度において支給した賞与が含まれております。

２．会社法第361条第１項に基づいて取締役に対して支給する報酬等は、上記「基本報酬」に記載する報酬等の額となります。
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（5）社外役員に関する事項
①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
社外役員の重要な兼職につきましては、「４ 会社役員に関する事項 （1）取締役の氏名

等」に記載のとおりです。この社外役員が役員等を兼職している他の法人等と当社との間に
は、重要な取引関係その他特記すべき関係はありません。
また、社外役員は、当社又は主要取引先等特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執

行者であるものを除きます。）の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者に当たり
ません。
②当事業年度における主な活動状況及び職務の概要
区 分 氏 名 主な活動状況 社外取締役が果たすことが期待される

役割に関して行った職務の概要

社外取締役 川原 夏子

当事業年度の任期中に開催された取
締役会14回のうち13回に出席し、
主に会社経営やマーケティング及び
ブランディングに関する知識と経験
に基づき、議案審議等に必要な発言
等を適宜行っております。

会社経営やマーケティング及びブラン
ディングに関する豊富で幅広い知識と
経験を有しており、かかる知識及び経
験等に基づいて、当社の経営陣から独
立した立場から、当社グループ全体の
経営や事業展開等について的確な助言
や提言をいただいております。

社外取締役
監査等委員 髙橋 邦美

当事業年度の任期中に開催された取
締役会14回のうち14回、監査等委
員会14回のうち14回に出席し、主
に会社経営で培った豊富な経験と見
識に基づき、議案審議等に必要な発
言等を適宜行っております。

企業経営者としての豊富な見識や経験
を有しており、当社の監査等委員であ
る社外取締役として独立した立場から
経営全般の監視と客観的かつ有効な助
言を行うなど経営に関する監査として
求められる役割を十分に果たしており
ます。

社外取締役
監査等委員 内田 正之

当事業年度の任期中に開催された取
締役会14回のうち14回、監査等委
員会14回のうち14回に出席し、弁
護士としての経験を通じて培った法
務全般に関する高度の専門性に基づ
き、議案審議等に必要な発言等を適
宜行っております。

弁護士としての豊富な専門的見識や経
験に基づいて、当社の監査等委員であ
る社外取締役として独立した立場から
経営全般の監視と業務執行に関する法
的指摘・助言等を行うなど経営に関す
る監査として求められる役割を十分に
果たしております。

社外取締役
監査等委員 有田 道生

当事業年度の任期中に開催された取
締役会14回のうち14回、監査等委
員会14回のうち14回に出席し、会
社経営及び情報システム分野で培っ
た豊富な経験と専門的見識に基づい
て客観的な立場から議案審議等に必
要な発言等を適宜行っております。

会社経営及び情報システム分野で培っ
た豊富な経験や経営に関する見識に基
づき、当社の監査等委員である社外取
締役として、取締役会の審議の場にお
いて、当社グループの経営における重
要な事項に関して独立した立場から当
社の経営に関して適切な助言や提言を
いただいております。
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５ 会計監査人の状況（2026年３月31日現在）
（1）会計監査人の名称

三優監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬の額
区分 監査証明業務に基づく報酬（百万円） 非監査業務に基づく報酬（百万円）

当社 39 3

連結子会社 6 −

計 45 3
（注）１．監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、日本公認会計士協会が公表する「上場企業の監査人・監査報酬実態報告書

（監査人・監査報酬問題研究会）」を踏まえて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適
切であるかを検討した結果、会社法第399条第３項及び同第１項に基づく同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額と会社法上の監査に対する報酬
等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、上記の表内では合計金額を記載しております。

３．当社は、当事業年度において、三優監査法人に対して社債発行に係るコンフォートレター作成業務を委託しております。上
記の非監査業務に基づく報酬は、この業務に係る対価の総額となります。

４．当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、親会社監査人へのインストラクションレポートに対する監査報告業務に
ついての報酬が含まれております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる等、その必

要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議
案を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定められている解任事

由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任い
たします。この場合において、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集さ
れる株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
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６ 業務の適正を確保するための体制
（1）当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
① 当社グループの取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵

守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行います。
② 当社の取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の当社グループにおける職務

の執行に関する社内規程を整備し、当社グループの使用人はこの社内規程に従って業
務を執行いたします。

③ 当社グループのコンプライアンス体制の整備及び遵守に関する状況は、各部門責任者
が参加する各種会議体を通じて取締役等に対し報告を行います。各部門責任者は、部
門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める
ものとします。

④ 当社は内部監査部門を設置し、当社グループの各部門の業務執行及びコンプライアン
スの遵守状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査等委
員会に報告いたします。

⑤ 当社グループの定款、法令、社内規程等への遵守の実効性を確保するため、当社グル
ープ共通の内部通報制度を設置し、内部通報に関する総括部署として当社の経営管理
本部管理部を指定いたします。また、外部からの通報についても、この統括部署が適
切に対応いたします。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書

又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」その他関連規程等に基づき、適
切に保存及び管理いたします。

② 取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとします。

（3）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社の取締役会は、当社グループにおけるコンプライアンス、個人情報、品質、セキ

ュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備
し、定期的に見直すものとします。また、当社グループにおいては、これらの社内規
程に基づき、業務遂行の手順を定めるマニュアル等の整備を行うことにより、リスク
の発生の防止に努めるものとします。
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② 当社グループにおけるリスクを統括する部門は当社経営管理本部とし、組織横断的リ
スク状況の監視及び全社的リスクへの対応を行います。

③ 当社グループの各部門責任者は、それぞれ所管する事業に関するリスクを常時把握
し、リスク対策の必要性の有無の検討、リスク低減の対策の実施、実施したリスク低
減のための対策の評価、検証、改善等の状況を経営管理本部に報告を行うものとしま
す。経営管理本部は、この報告を受けて、定期的又は適宜に、取締役に対して当社グ
ループのリスク管理状況等の報告を行います。

④ 当社グループに不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の「対策本
部」を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確
な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとします。

⑤ 内部監査部門は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告す
るものとします。代表取締役は、その内容を定期的に取締役会及び各種会議体におい
て報告し、取締役会及び各種会議体において定期的にリスク管理体制を見直し、問題
点の把握と改善に努めるものとします。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化及び業務執行

の迅速化を図る観点から執行役員制度を採用いたします。
② 取締役会は月に１回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項

のほか、経営理念、経営方針及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監
督等を行ってまいります。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実
行いたします。

③ 執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、
自己の担当業務を執行いたします。執行役員は、取締役に対して自己の職務執行の状
況に関する報告を行うほか、会社経営に関する情報を相互的に交換し、必要に応じ、
あるいは取締役会等の求めに応じて、取締役会等に対し、経営政策、経営戦略を進言
するものとします。

④ 各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行
い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保いたします。

⑤ 経営執行段階の意思決定の効率化及び適正化のため、経営幹部会その他各種会議体を
設置いたします。
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（5）当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子
会社における職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① グループ会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内

容の定期的な報告を求めるとともに、グループ会社の経営上の重要事項に関しては、
グループ会社の事業内容、規模等を考慮のうえ、原則として、グループ会社ごとに、
当社への報告を要する事項及び事前に承認を要する事項を取り決めるものとします。

② グループ会社の管理は、「関係会社管理規程」に基づき、当社経営管理本部が行うも
のとし、必要に応じてグループ会社の役員として当社の取締役又は使用人が兼任する
ものとします。

③ 監査等委員会及び内部監査部門は、グループ会社の監査役（もしくはこれに相当する
者）や管理部門と連携し、グループ会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や
指導を行うものとします。

（6）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の他の取締役（監
査等委員である取締役を除きます。）からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項
① 当社は、監査等委員会の求めに応じて、使用人の中から監査等委員会の職務を支援す

るための人員を配置し、又は特定の職務の補助に従事させるものとします。監査等委
員会の職務の補助業務に従事する使用人に係る指揮命令権は監査等委員会又は監査等
委員会が選定する監査等委員である取締役に委嘱されるものとし、その期間中は、監
査等委員会の職務の補助に関して取締役（監査等委員である取締役を除きます。）並
びに部門長その他の使用人の指揮命令を受けないものとします。なお、監査等委員会
の職務を補助すべき取締役は置かないものとします。

② 監査等委員会の職務の補助業務に従事する使用人に対して行う人事考課、異動、懲戒
等については監査等委員会の同意を要するものとします。

（7）当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除きます。）及び使用人等が当社の監
査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告及び報告をした
ことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 監査等委員である取締役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する

ため、当社グループの取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要
な文書を閲覧し、当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除きます。）及
び使用人に説明を求めることができるものとします。
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② 当社は、当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除きます。）及び使用人
等が、当社グループの業務等に関し、法令、定款又は社内規程に違反する事実の発生
又はそのおそれ、もしくは業務又は業績に重大な影響を与える事象の発生又はそのお
それを知ったときに直ちに監査等委員会に報告できるために必要な体制を整備いたし
ます。また、当社は、監査等委員会がこれらの事項について当社グループの取締役
（監査等委員である取締役を除きます。）及び使用人等に対して報告を求めることがで
きるために必要な体制を併せて整備いたします。さらに、当社は、これらの報告を行
った当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除きます。）及び使用人等が
当該報告を理由として不当な取扱いを受けないことを確保する体制を整備し、その旨
を当社グループに周知いたします。

（8）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、内部通報制度の統括部署その他関係部署と適宜必要な意見交換、情

報交換等を図ること等によりこれらとの連携を保ち、業務執行の監督及び監査の充実
化を図ります。また、監査等委員会は、監督及び監査の実効性を確保するため必要が
あると認めるときは、内部監査の計画及び結果の報告を求め、もしくは監査等委員で
ある取締役による内部監査部門による内部監査への立会い、又はその実施を要請いた
します。

② 監査等委員会は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的
な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど
必要な連携を図ることといたします。

（9）当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限ります。）
について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査等委員（監査等委員会の職務の執行に関するものに限ります。）から

その職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求を受けたときは、当該職務の
執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。

(10) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、内部統制システムの構築の基本方針

及び関連規程に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行います。
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(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については

拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化いたします。また、当
社グループの取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合
には取引を解消いたします。

② 当社の経営管理本部を反社会的勢力に対する対応統括部署と位置付け、反社会的勢力
に係る情報の一元管理・蓄積等を行います。また、当社グループの役員及び使用人が
基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防
止するための対応方法等を整備し、周知を図ります。

③ 反社会的勢力による不当要求の発生に備え、前号の対応統括部署は、警察、顧問法律
事務所及び公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携
し、有事の際の協力体制を構築いたします。

（注）当社は、2011年３月23日開催の取締役会において、会社法第362条第４項第６号に規定する「取締役の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」の整備について決議いたしまし
た。その後、当社は、2019年６月26日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、会社法
第399条の13第２項に基づいて同条第１項第１号ハに規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして法務省令で定める体制」の整備について決議を行い、2021年12月９日開催の取締役会において
一部改定を決議しております。上記はこの最新の改定後の内容となります。

７ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
上記「６ 業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要は、以下のとおりです。

（1）コンプライアンスに関する事項
① 当社は、内部管理体制の強化の一環として、当社グループの役員及び従業員に対し

て、社内イントラネット等を通じて当社グループの遵守すべきコンプライアンス上の
事項等を周知するとともに、全社的又は部門別に応じたE-ラーニング等を交えたコン
プライアンスの研修及び試験を実施してコンプライアンス意識の醸成と更なる浸透を
推進しております。

② 当社は、グループ全体のコンプライアンス違反行為等に対し、公益通報保護法に基づ
いた内部通報窓口を設置し、不測の事態等に公正・迅速・適正に対処しております。

③ 当社設置の内部監査部門は、定期的に各部門の業務執行の状況のほか、コンプライア
ンス違反及びリスク事項の発生の有無及びその発生時の対処の状況等を併せて監査し
ており、代表取締役、監査等委員会及び経営管理本部長に対してその結果を報告する
とともに、関係部署と連携のうえで、コンプライアンス違反等の是正の指導及び改善
措置の実施状況のモニタリングを行っております。
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（2）リスク管理に関する事項
① 経営管理本部は、当社グループの全社的なリスク状況の監視とリスク対応に関する実

効性を担保するため、代表取締役社長指揮下で行われるリスク管理委員会（当事業年
度は12回開催）及びその下部組織となる情報セキュリティ委員会等の各委員会にお
いて各事業部門の責任者と意見交換をし、現状のリスク状況の把握と対応策の策定を
行うとともに、その進捗状況の確認と成果の検証を実施し、リスク事象等の未然防止
と発生したリスク事象等による当社グループへの影響の最小化に努めております。

② 顧客情報を含む情報資産を保持する当社グループの重要拠点においては、その毀損又
は漏えいの防止のために情報セキュリティマネジメントシステムの構築及びその運用
を行い、ISO/IEC 27001（JIS Q 27001）の認証を受けております。また、その
運用状況について監査部門が適宜モニタリングを実施しております。

（3）職務執行の適正性及び効率性に関する事項
① 取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除きます。）10名（社外取締役１名

を含みます。）並びに監査等委員である取締役５名（社外取締役である監査等委員３
名を含みます。）で構成されております。取締役会は14回（会社法第370条及び当社
定款第25条に基づくみなし決議は別途９回）開催され、各議案についての審議や業
務執行の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び業務執行の監督
の実効性は確保されているものと考えております。なお、状況に応じて適宜Web会
議システムを活用することで取締役会においても現実の出席と同等の意思疎通及び審
議等を行っております。

② 当社の代表取締役社長及び専務取締役らの経営幹部によって組織される会議体によっ
て重要な業務執行に関する審議等を行うほか、事業領域ごとに当社グループの経営幹
部によって構成される各種会議体において業務の執行状況の確認及び課題の解決に向
けた検討等を行うことで、更なる経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実
現を図っております。

③ 執行役員は、取締役会及び代表取締役の委任に基づいて自己の職務を執行するほか、
各会議体において会社経営に関する情報交換や経営戦略、業務執行に関する議論を行
い、取締役会に対して必要な報告や進言をしております。
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（4）当社グループにおける業務の適正性に関する事項
当社の子会社については、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行のためにその独

自性を尊重する一方で、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営上の重要な事項を当
社取締役会の決議事項とすることで、子会社の適正な業務運営等の確保との両立を図ってお
ります。また、グループ会社の役員は、必要に応じて当社の取締役又は使用人に兼任させ、
当該会社の業務執行状況等を監視・監督しております。さらに、当社の監査等委員会及び監
査部が連携のうえで、グループ会社に対する監査や指導を行っております。

（5）監査等委員会による監査体制に関する事項
監査等委員会は、常勤の監査等委員を選定したうえで、取締役会等の重要な会議に出席し

て重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握してその監督を行うとともに、その妥
当性、適法性及び合理性を監査し、また、監査等委員会としての意見を適宜表明しておりま
す。また、監査等委員会は、会計監査人による四半期毎のレビュー等の結果について説明を
受けるとともに監査部と連携を密にして情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会っ
ております。また、専属の補助使用人は設置しておりませんが、監査部の使用人が監査等委
員会の事務局としてその運営及び監査等の補佐を行っており、監査等委員会による監査の実
効性を確保しております。

８ 剰余金の配当等の方針
当社は、株主への利益還元を重要視しており、配当政策についても重要な経営課題の一つと

して認識しております。剰余金の配当につきましては、内部留保や設備投資等への投資とのバ
ランスを考慮しながら、安定的な増配を継続することを基本方針としております。将来の事業
展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施する所存でありま
す。

９ 株式会社の支配に関する方針
当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収への対応方針」につきましては、特に定

めておりません。一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資
さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も
見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結財政状態計算書（2026年３月31日現在） （単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

資産

流動資産

現金及び現金同等物 40,484

営業債権及びその他の債権 12,384

棚卸資産 577

その他の金融資産 1,001

その他の流動資産 713

流動資産合計 55,161

非流動資産

有形固定資産 35,343

のれん 148

無形資産 3,598

持分法で会計処理されている投資 5,323

その他の金融資産 19,973

繰延税金資産 979

契約コスト 14,735

その他の非流動資産 0

非流動資産合計 80,103

資産合計 135,265

負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務 17,410
有利子負債 25,410
未払法人所得税 2,420
引当金 66
その他の流動負債 4,600
流動負債合計 49,907

非流動負債
有利子負債 52,376
引当金 212
繰延税金負債 212
その他の非流動負債 478
非流動負債合計 53,281

負債合計 103,188
資本
資本金 5,223
資本剰余金 4,426
利益剰余金 21,785
自己株式 △980
その他の包括利益累計額 1,605
親会社の所有者に帰属する持分合計 32,061
非支配持分 15
資本合計 32,076

負債及び資本合計 135,265
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） （単位：百万円）
科目 金 額

売上収益 80,323

売上原価 11,431

売上総利益 68,891

その他の収益 197
販売費及び一般管理費 55,908
その他の費用 533

営業利益 12,647

金融収益 702

金融費用 1,423

持分法による投資損益（△は損失） 115

持分法による投資の減損損失 4

税引前当期利益 12,037

法人所得税費用 3,587

当期利益 8,450

当期利益の帰属

親会社の所有者 8,450

非支配持分 0
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） （単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
当期首残高 4,727 4,235 16,640 △479
当期包括利益
当期利益 − − 8,450 −
その他の包括利益 − − − −
当期包括利益合計 − − 8,450 −
所有者との取引額等
剰余金の配当 − − △3,263 −
自己株式の取得 − − − △28,145
自己株式の消却 − △27,644 − 27,644
新株の発行 13,822 13,722 − −
新株の発行
(新株予約権の行使) 496 290 − −
減資 △13,822 13,822 − −
利益剰余金への振替 − − △41 −
所有者との取引額等合計 496 190 △3,305 △500
当期末残高 5,223 4,426 21,785 △980

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 資本合計その他の包括

利益累計額 合計
当期首残高 △65 25,057 15 25,073
当期包括利益
当期利益 − 8,450 0 8,450
その他の包括利益 1,629 1,629 − 1,629
当期包括利益合計 1,629 10,080 0 10,080
所有者との取引額等
剰余金の配当 − △3,263 − △3,263
自己株式の取得 − △28,145 − △28,145
自己株式の消却 − − − −
新株の発行 − 27,545 − 27,545
新株の発行
(新株予約権の行使) − 786 − 786
減資 − − − −
利益剰余金への振替 41 − − −
所有者との取引額等合計 41 △3,077 − △3,077
当期末残高 1,605 32,061 15 32,076

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結計算書類の作成基準
連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下

「IFRS」といいます。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規
定により、IFRSで求められる開示事項の一部を省略しております。

２．連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結しております。
連結子会社の数 13社
連結子会社の名称 プレミアムウォーター株式会社

プレミアムウォータープロダクツ株式会社
株式会社LUXURY
SINGAPORE FLC PTE. LTD.
株式会社PWリソース
株式会社ライフセレクト
寧波普瑞咪雅水業有限公司
株式会社JIN
株式会社Grace on
株式会社プレミアムビジネスサポート
株式会社ウォーターオフグリッド
ほか２社
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３．持分法の適用に関する事項
全ての関連会社に持分法を適用しております。
持分法適用の関連会社数 ９社
持分法を適用した関連会社の名称 ハイコムビジネスサポート株式会社

株式会社グローバルワン
株式会社ラストワンマイル
株式会社DREAMBEER
INEST株式会社
株式会社ティーズエージェンシーホールディングス
STAR JOHNS Co., Ltd.
ほか２社

当連結会計年度において、株式会社ティーズエージェンシーホールディングス、その他１
社の株式を取得したことにより、持分法の範囲に含めております。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
寧波普瑞咪雅水業有限公司の決算日は12月31日であり、連結計算書類作成にあたっては、

12月31日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っております。
その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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５．会計方針に関する事項
（1）重要な資産及び負債の評価基準及び評価方法

① 金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正
価値で測定する金融資産又は償却原価で測定する金融資産に分類しております。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融商品

を認識しております。
全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合

を除き、公正価値に取引費用を加算した金額で当初測定しております。また、重大
な金融要素を含まない営業債権は、取引価格で当初測定しております。
金融資産は以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に

分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とす
る事業モデルに基づいて、金融資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである
キャッシュ・フローが特定の日に生じる。

償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に
分類しております。
公正価値で測定する資本性金融商品については、当初認識時において個々の資本

性金融商品ごとに、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に取消
不能の指定をしております。
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（ⅱ）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しておりま

す。
（ａ）償却原価により測定する金融資産

償却原価により測定する金融資産については、実効金利法による償却原価によ
り測定しております。なお、利息収益、為替差損益、減損及び認識の中止時の利
得又は損失は純損益に認識いたします。

（ｂ）公正価値により測定する金融資産
公正価値により測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識して

おります。
ただし、資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

ると指定したものについては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識
しております。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の一部と
して当期の純損益として認識しております。また、その他の包括利益を通じて公
正価値で測定すると指定した資本性金融商品の認識の中止を行った場合は、その
他の包括利益累計額に計上されている公正価値の累積変動額を利益剰余金に振り
替えております。
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（ⅲ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消

滅する、又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんど全てを
移転する場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移
転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有してい
る範囲において、資産と関連する負債を認識いたします。
なお、財政状態計算書上で認識された資産を譲渡するものの、譲渡資産又は譲渡

資産の一部に係るリスクと経済価値の全て、又はほとんど全てを保持する取引を締
結した場合には、譲渡資産の認識の中止は行っておりません。

（ⅳ）金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認

識しております。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から

著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著し
く増加していない場合には、12か月の予想信用損失を貸倒引当金として認識して
おります。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、
全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
契約上の支払の期日経過が30日超である場合には、原則として信用リスクの著

しい増大があったものとしておりますが、信用リスクが著しく増加しているか否か
の評価を行う際には、期日経過情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ
裏付け可能な情報を考慮しております。
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当

該金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価してお
ります。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初

認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等し
い金額で貸倒引当金を認識しております。
予想信用損失は、契約に従って当社グループに支払われるべき全ての契約上のキ

ャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると見込んでいる全てのキャッシュ・
フローとの差額の現在価値として測定しております。
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当社グループは、期日経過が90日以上となる場合など金融資産の全体又は一部
分について回収できず、又は回収が極めて困難であると判断された場合には、債務
不履行とみなしております。金融資産が信用減損している証拠がある金融資産につ
いては、総額での帳簿価額から貸倒引当金を控除した純額に実効金利を乗じて利息
収益を測定しております。
当社グループは、ある金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想

を有していない場合は、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金

を減額する事象が生じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。
② 金融負債
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融負債について、償却原価で測定する金融負債に分類してお
ります。この分類は、当初認識時に決定しております。
当社グループは、発行した負債証券を、その発行日に当初認識しております。ま

た、当該負債証券以外のその他の金融負債は、全て、当該金融商品の契約の当事者
になる取引日に当初認識しております。
なお、償却原価で測定する金融負債については、直接帰属する取引費用を控除し

た金額で測定しております。
（ⅱ）事後測定

償却原価で測定する金融負債については、当初認識後、実効金利法による償却原
価で測定しております。
実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金

融費用の一部として当期の純損益として認識しております。
（ⅲ）金融負債の認識の中止

当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中の特定された債務
が免責、取消し、又は、失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。
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③ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループでは、金利変動リスクなどをヘッジするために、金利スワップ取引な

どのデリバティブ取引を行っております。ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブに
ついては、ヘッジ手段として指定し、ヘッジ会計を適用しております。
ヘッジ会計の適用に当たっては、ヘッジ開始時にヘッジ関係、リスク管理目的及び

戦略に関して、公式に指定し文書を作成しております。当該文書には、ヘッジ手段、
ヘッジ対象、ヘッジするリスクの性質及びヘッジの有効性を判定する方法を記載して
おり、ヘッジ関係が将来に向けて有効であるかどうかを継続的に評価しております。
当社グループは、ヘッジ会計の要件を満たす金利関連のデリバティブ取引につい

て、キャッシュ・フロー・ヘッジを適用しております。ヘッジ手段であるデリバティ
ブの公正価値変動のうち、有効なヘッジと判断される部分は、その他の包括利益とし
て認識し、有効部分以外は純損益として認識しております。
その他の資本の構成要素としてその他の包括利益に認識した金額は、ヘッジ対象で

ある取引が純損益に影響を与える時点で純損益に振り替えております。
予定取引の発生が見込まれない場合には、ヘッジ会計を中止し、従来その他の資本

の構成要素として認識していた、その他の包括利益の累計額を純損益に振り替えてお
ります。

（2）現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還
期限の到来する短期投資から構成されております。

（3）棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定しております。

棚卸資産は、主に商品から構成され、原価は、購入原価並びに現在の場所及び状態に至
るまでに発生したその他の全ての原価を含めております。原価は、移動平均法による原
価法を用いて算定しております。
正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積販売価格から、完成までに要す

る見積原価及び販売に要する見積費用を控除して算定しております。
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（4）有形固定資産及び無形資産の評価基準、評価方法及び減価償却又は償却の方法
① 有形固定資産（使用権資産を除く）

有形固定資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減
損損失累計額を控除した金額で測定しております。取得原価には、当該資産の取得に
直接付随する費用、解体・除去及び設置場所の原状回復費用の当初見積額を含めてお
ります。
減価償却費は、償却可能価額を各構成要素の見積耐用年数にわたって、定額法によ

り算定しております。償却可能価額は、資産の取得価額から残存価額を差し引いて算
出しております。土地及び建設仮勘定は減価償却を行っておりません。
主要な有形固定資産項目ごとの見積耐用年数は、以下のとおりです。
建物 15年〜38年
構築物 10年〜15年
機械及び装置 10年
車両運搬具 ４年〜６年
工具、器具及び備品 ２年〜10年

また、賃貸用資産については経済的、機能的な実情を勘案した合理的な償却年数に
基づく定額法によっております。
資産の減価償却方法、見積耐用年数及び残存価額は各年度末に見直し、変更がある

場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
② 無形資産（使用権資産を除く）

無形資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累
計額を控除した金額で測定しております。
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。
主要な無形資産項目ごとの見積耐用年数は、以下のとおりであります。
ソフトウエア 5年
顧客関連資産 5年〜7年

資産の償却方法、見積耐用年数及び残存価額は各年度末に見直し、変更がある場合
は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
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③ のれん
のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した金額で測定しております。
のれんは償却を行わず、配分した資金生成単位又は資金生成単位グループに減損の

兆候がある場合、及び減損の兆候の有無に関わらず各年度の一定時期に、減損テスト
を実施しております。

（5）リース
（借手側）
リース取引におけるリース負債は、リース開始日におけるリース料総額の未決済分の

割引現在価値として測定を行っており、「有利子負債」に含めて表示しております。使
用権資産については、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調
整し、リース契約に基づき要求される原状回復義務などのコストを加えた額で当初の測
定を行っており、減価償却累計額を控除した価額で「有形固定資産」に含めて表示して
おります。使用権資産は、資産の耐用年数又はリース期間のうちいずれか短いほうの期
間にわたり規則的に、減価償却を行っております。
リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるように、金融費用とリース

負債残高の返済部分とに配分しております。金融費用は連結損益計算書上、使用権資産
に係る減価償却費と区分して表示しております。
契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法

的にはリースの形態をとらないものであっても、契約の実質に基づき判断しておりま
す。
なお、リース期間が12か月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースに

ついては、使用権資産及びリース負債を認識せず、当該リースに関連したリース料を、
リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識して
おります。
（貸手側）
当社グループが、資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転するもの

ではないリースは、オペレーティング・リースに分類しております。オペレーティン
グ・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、受
取リース料は連結損益計算書においてリース期間にわたって定額法により収益として認
識しております。
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（6）非金融資産の減損
ａ．有形固定資産及び無形資産の減損

当社グループでは、期末日に、有形固定資産及び無形資産が減損している可能性を示
す兆候の有無を判断しております。
減損の兆候がある場合には、回収可能価額の見積りを実施しております。個々の資産

の回収可能価額を見積もることができない場合には、その資産の属する資金生成単位の
回収可能価額を見積もっております。資金生成単位は、他の資産又は資産グループから
おおむね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小単位の資産グループとして
おります。
耐用年数が確定できない無形資産及び未だ利用可能でない無形資産は、減損の兆候が

ある場合、及び減損の兆候の有無に関わらず各年度の一定時期に、減損テストを実施し
ております。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で算定し

ております。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及びその資産
の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いて算定しており
ます。
資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失は純損益で認識しております。
のれん以外の資産における過年度に認識した減損損失については、期末日において、

減損損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を判断しております。減損の戻入れの兆候が
ある場合には、その資産又は資金生成単位の回収可能価額の見積りを行っております。
回収可能価額が、資産又は資金生成単位の帳簿価額を上回る場合には、回収可能価額と
過年度に減損損失が認識されていなかった場合の償却又は減価償却控除後の帳簿価額と
のいずれか低い方を上限として、減損損失を戻入れております。
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ｂ．のれんの減損
のれんは、企業結合のシナジーから便益を享受できると期待される資金生成単位又は

資金生成単位グループに配分し、その資金生成単位又は資金生成単位グループに減損の
兆候がある場合、及び減損の兆候の有無に関わらず各年度の一定時期に、減損テストを
実施しております。減損テストにおいて資金生成単位又は資金生成単位グループの回収
可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失は資金生成単位又は資金生成単位グル
ープに配分されたのれんの帳簿価額から減額し、次に資金生成単位又は資金生成単位グ
ループにおけるその他の資産の帳簿価額の比例割合に応じて各資産の帳簿価額から減額
しております。
のれんの減損損失は純損益に認識し、その後の会計期間に戻入れは行っておりませ

ん。

（7）重要な引当金の計上基準
引当金は、当社グループが過去の事象の結果として、現在の法的債務又は推定的債務

を負い、当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性
が高く、かつ、その債務の金額について信頼性のある見積りが可能な場合に認識してお
ります。
引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及びその負債に特有のリス

クを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いて測定しております。
当社グループは引当金として、資産除去債務を認識しております。

（8）従業員給付
短期従業員給付
短期従業員給付は、関連するサービスが提供された時点で費用として計上しておりま

す。当社グループが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の
法的及び推定的債務を負っており、かつその金額を信頼性をもって見積ることができる
場合、支払われると見積られる額を負債として認識しております。
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（9）株式に基づく報酬
当社グループは、ストック・オプション制度を持分決済型の株式に基づく報酬制度に

分類しております。ストック・オプションは、受領した役務を付与日における付与した
資本性金融商品の公正価値によって見積もり、最終的に権利確定すると予想されるスト
ック・オプションの数を考慮したうえで、権利確定期間にわたって費用として連結損益
計算書において認識し、同額を連結財政状態計算書において資本の増加として認識して
おります。付与されたストック・オプションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モ
デルに基づいて測定しております。

（10）資本
① 資本金及び資本剰余金

当社グループが発行した資本性金融商品は、「資本金」及び「資本剰余金」に計上
しております。

② 自己株式
自己株式を取得した場合は、資本の控除項目として認識しております。自己株式の

購入、売却又は消却において損益は認識しておりません。なお、帳簿価額と売却時の
対価との差額は資本剰余金として認識しております。

③ 配当金
当社グループの株主への支払配当金は、当社グループの株主による承認が行われた

期間に負債として認識しております。

（11）収益認識
当社グループではIFRS第16号「リース」に基づく賃貸収入等を除き、以下の５ステ

ップアプローチに基づき、顧客への財及びサービスの移転との交換により、その権利を
得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。
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当社グループは、ナチュラルミネラルウォーター製品の宅配形式による製造販売を主
な事業としております。このような販売につきましては、顧客に製品を引渡し、検収完
了時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しており、当該時点
において収益を認識しております。
顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分につ

いて資産として認識しております。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を
獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろう
ものであります。当該資産については、顧客の見積利用期間（３年〜4年）にわたって
定額法で償却しております。

（12）法人所得税
法人所得税は当期税金及び繰延税金から構成され、企業結合から生じる税金、及びそ

の他の包括利益又は直接資本に認識する項目から生じる税金を除き、純損益で認識して
おります。
当期税金は税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定

し、税額の算定においては、期末日に制定又は実質的に制定されている税率及び税法を
使用しております。
繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除について、将来の

課税所得により使用できる可能性が高い範囲内で認識しております。また、繰延税金資
産は期末日に回収可能性の見直しを実施しております。
ただし、繰延税金資産は、企業結合以外の取引で、かつ、会計上の利益にも課税所得

にも影響を及ぼさない取引における資産又は負債の当初認識から生じる一時差異には認
識しておりません。
子会社及び関連会社に対する投資に係る将来減算一時差異については、一時差異が予

測可能な将来に解消する可能性が高く、かつ、当該一時差異が使用できる課税所得の生
じる可能性が高い場合のみ、繰延税金資産を認識しております。
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繰延税金負債は、以下の一時差異を除き、原則として将来加算一時差異について認識
しております。
・企業結合以外の取引で、かつ、会計上の利益にも課税所得にも影響を及ぼさない取
引における資産又は負債の当初認識から生じる一時差異

・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、一時差異の解消

時期をコントロールすることができ、予測可能な将来に当該一時差異が解消しない可能
性が高い場合
繰延税金資産及び負債は、期末日に制定又は実質的に制定されている法律に基づい

て、当該資産が実現される又は負債が決済される時点において適用されると予測される
税率を用いて測定しております。
繰延税金資産及び負債は、当期税金資産及び負債を相殺する法律上強制力のある権利

を有し、かつ、法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場
合に相殺しております。

（13）政府補助金
政府補助金は、補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領することに

合理的な保証が得られた場合に公正価値で認識しております。
資産に関する補助金は、繰延収益として認識し、当該資産の見積耐用年数にわたって

規則的に純損益に計上しております。

（14）外貨換算
① 外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで機能通貨に換算し
ております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換

算しております。公正価値で測定されている外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公
正価値の測定日における為替レートで機能通貨に換算しております。
換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産から生じる換算差額について
は、その他の包括利益に計上しております。
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② 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債は、期末日の為替レートで、収益及び費用は、為替

レートに著しい変動がある場合を除き、期中の平均為替レートで換算しております。
在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益と

して認識しております。在外営業活動体が処分された場合には、在外営業活動体の累
積換算差額を処分した期の純損益として振り替えております。

（15）１株当たり利益
基本的１株当たり当期利益は、親会社の所有者に帰属する当期利益を、その期間の自

己株式を調整した発行済普通株式の加重平均株式数で除して算定しております。

（重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断）
IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負

債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されておりま
す。実際の業績は、その性質上これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影

響は、見積りを見直した会計期間、及びそれ以降の会計期間において認識されます。
経営者が行った連結計算書類の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは以下のとおりで

あります。
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１．契約コストの評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 14,735百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見

込まれる部分について資産として認識しており、連結計算書類上は「契約コスト」とし
て表示しております。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するため
に発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものでありま
す。
当社グループにおいて資産計上されている契約獲得のための増分コストは、主に顧客

獲得時に発生する代理店等への手数料であります。契約コストは、当該コストに関連す
る財又はサービスが提供されると予想される期間(３年〜４年)にわたって、定額法で償
却しております。予想提供期間は、顧客の解約実績率に基づき将来の解約率が著しく変
動しないとの仮定のもと将来の一定期間の解約数を見積もったうえで算定しておりま
す。将来のこれらの見積り及び仮定は、前提とした状況が変化すれば、予想提供期間の
見直しを行うことにより、翌連結会計年度の連結計算書類において、契約コストから認
識した資産に関する償却額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
また、契約コストから認識した資産については四半期ごとに回収可能性の検討を行っ

ています。検討に当たっては、当該資産の帳簿価額が、解約率等を加味した関連するサ
ービスが顧客に提供されると予想される期間に企業が受け取ると見込んでいる対価の残
りの金額から、当該財又はサービスの提供に直接関連し、まだ費用として認識されてい
ないコストを差し引いた金額を超過しているかどうか判断を行っています。これらの見
積り及び仮定は、前提とした状況が変化すれば、契約コストから認識した資産に関する
減損損失を損益に認識することにより、翌連結会計年度の連結計算書類において、契約
コストから認識した資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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２．繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 979百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び発生金額に
よって見積っております。特に当社の課税所得の見積りについては、主に連結子会社か
ら得られる経営指導料の成長率を主要な仮定として織り込んでおります。これらの見積
りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算
書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（会計上の見積りの変更）
浄水器型ウォーターサーバーに関連する資産の償却年数の変更
当社グループが保有するレンタル用資産及び契約コストのうち、浄水型ウォーターサーバ

ーに関連する資産につきましては、顧客の解約実績や展開している契約プランの内容を踏ま
え、経済的、機能的な実情を勘案して、当連結会計年度において償却年数の見直しを行い、
将来にわたり変更しております。
この変更により、従来に比べて、当連結会計年度の営業利益が2,011百万円増加、及び税

引前当期利益が1,966百万円増加しております。

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 79ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



79

（連結財政状態計算書に関する注記）
１．資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 295百万円
その他の金融資産(非流動資産) 58百万円

２．担保資産及び担保付債務
①担保に供している資産

有形固定資産 2,140百万円
②担保付債務

有利子負債(流動負債) 480百万円
有利子負債(非流動負債) 2,760百万円
合計 3,240百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額 26,111百万円
上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。

４．貸出コミットメント契約及び当座貸越契約
当社グループは、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引

銀行４行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約、及び取引銀行１行と当座貸
越契約を締結しております。

当連結会計年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメント及び
当座貸越限度額の総額 3,700百万円

借入実行残高 700百万円
差引額 3,000百万円
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５．財務制限条項
(1) 2019年９月30日付の当社のタームローン契約（当連結会計年度末残高 有利子負債
（流動）143百万円、有利子負債（非流動）ー百万円）については、財務制限条項が付さ
れており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の
利益を喪失する可能性があります。
① 2020年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の
資本合計の金額（IFRSベース）を2019年３月決算期末日における連結の財政状態計算
書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％及び直前の決算期末日における連結の財政
状態計算書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％のいずれか高い方の金額以上に維
持すること。

② 2020年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度
の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益（IFRSベース）が2期連続して
損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年３
月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

(2) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2021年３月22日付の当社のタームローン契
約並びにコミットメント期間付タームローン契約（当連結会計年度末残高 有利子負債
（流動）737百万円、有利子負債（非流動）3,017百万円）については、財務制限条項が
付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期
限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の
資本合計の金額（IFRSベース）を2020年３月決算期末日における連結の財政状態計算
書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％及び直前の決算期末日における連結の財政
状態計算書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％のいずれか高い方の金額以上に維
持すること。

② 2021年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度
の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益（IFRSベース）が2期連続して
損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年３
月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
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(3) 2025年５月28日付の当社のタームローン契約（当連結会計年度末残高 有利子負債
（流動）740百万円、有利子負債（非流動）2,405百万円）については、財務制限条項が
付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期
限の利益 を喪失する可能性があります。
① 2025年３月期決算以降、各事業年度の決算期末日における連結の財政状態計算書上
に記載される「資本合計」の金額（IFRSベース）を、2024年３月決算末日における連
結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額（IFRSベース）の75％及び直前
の決算期末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額（IFRS
ベース）の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

② 2024年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度
の決算期における連結の損益計算書上に示される営業損益（IFRSベース）が２期連続し
て損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年
３月期決算期及びその直前期の決算を対象として行われる。

③ 債務者は、契約期間中、東京証券取引所における上場廃止事由に抵触せず、上場を維
持すること。
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（連結持分変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 21,819,399株
Ｂ種種類株式 9,046,070株

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額等

決議 株式の種類
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年５月13日
取締役会 普通株式 1,632 55.00 2025年３月31日 2025年６月17日

2025年11月10日
取締役会 普通株式 1,630 55.00 2025年9月30日 2025年12月16日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの

決議 株式の種類
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年５月12日
取締役会 普通株式 1,289 60.00 2026年３月31日 2026年６月16日

2026年５月12日
取締役会

B種種類
株式 542 60.00 2026年３月31日 2026年６月16日

３．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権（権利行使期間の初日が到
来していないものを除く。）の目的となる株式の数

普通株式 82,620 株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

資金調達については、資金計画・設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入、
社債及び新株の発行により調達しております。資金運用については、安全かつ確実な投
資対象により行う方針です。
デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避する目的の金利スワップを利用し、

投機的な取引は行っておりません。

（2）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク

当社グループは、事業を営むうえで、営業債権及びその他の非流動資産とその他の金
融資産（預金、株式及び債券など）において、取引先の信用リスクにさらされておりま
す。
当社グループは、当該リスクの未然防止又は低減のため、過度に集中した信用リスク

のエクスポージャーを有しておりません。
また、当該リスクの管理のため、当社グループは、グループ各社の与信管理規程に従

い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期
的に把握しております。
当社グループの連結財政状態計算書で表示している金融資産の減損後の帳簿価額は、

当社グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最大値であります。
なお、保有する担保の評価及びその他の信用補完は考慮しておりません。

② 流動性リスク
当社グループは、借入金及び社債により資金を調達しておりますが、資金調達環境の

悪化などにより支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクにさらされてお
ります。
当社グループは、流動性リスクの未然防止又は低減のため、市場環境や長短のバラン

スを勘案して、銀行借入やリース等による間接調達のほか、社債の発行等の直接調達を
行い、資金調達手段の多様化を図っております。
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また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更

新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
③ 市場リスク

市場リスクは、市場価格の変動により金融商品の公正価値、将来キャッシュ・フロー
が変動するリスクであります。市場リスクには、価格リスク、為替リスク及び金利リス
クが含まれております。

２．金融商品の公正価値等に関する事項
金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。
帳簿価額が公正価値と合理的に近似している金融商品は下記には含めておりません。
また、経常的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致す

ることから下記には含めておりません。

帳簿価額（百万円） 公正価値（百万円）
金融資産
その他の金融資産
貸付金 1,668 1,479

金融負債
有利子負債
長期借入金（１年内返済予定を含む） 13,122 12,744
社債（１年内償還予定を含む） 32,908 32,621
割賦未払金（１年内返済予定を含む） 1,569 1,549
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３．金融商品の公正価値の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品は、その公正価値の算定にあたって、その公正価値の測定に用いたインプット

の観察可能性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの３つのレベルに分類しており
ます。
レベル１：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により測定

した公正価値
レベル２：レベル１以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した

公正価値
レベル３：観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値

当社グループは、公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルを、公正価値の
測定の重要なインプットの最も低いレベルによって決定しております。

(1) 経常的に公正価値で測定する金融商品
① 公正価値のヒエラルキー

公正価値の階層ごとに分類された、金融商品は以下のとおりであります。

(単位：百万円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産
純損益を通じて
公正価値で測定する
金融資産
負債性金融資産 − − 60 60

その他の金融資産 − − 3,631 3,631
その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する金融資産
株式 13,564 − 6 13,571

合計 13,564 − 3,698 17,262

当連結会計年度において、レベル間の振替はありません。
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② 公正価値の測定方法
市場性のある有価証券については、取引所の価格によっており、公正価値ヒエラルキ

ーレベル１に区分しております。市場性のない有価証券については、割引将来キャッシ
ュ・フローに基づく評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を用い
て算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分しております。

(2) 償却原価で測定する金融商品
① 公正価値

償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は以下のとおりであります。

(単位：百万円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産
貸付金 − − 1,479 1,479

金融負債
長期借入金
（１年内返済予定を含む） − − 12,744 12,744
社債
（１年内償還予定を含む） − − 32,621 32,621
割賦未払金
（１年内返済予定を含む） − − 1,549 1,549
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② 公正価値の測定方法
・貸付金

貸付金については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に
信用スプレッドを上乗せした利率で割り引く方法により算定しております。

・長期借入金（１年内返済予定を含む）
長期借入金については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想
定される利率で割り引く方法により算定しております。

・社債（１年内償還予定を含む）
社債については、元利金の合計額を、新規に同様の社債の発行を行った場合に想
定される利率で割り引く方法により算定しております。

・割賦未払金（１年内返済予定を含む）
割賦未払金については、元利金の合計額を、新規に割賦契約を行った場合に想定
される利率で割り引く方法により算定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり親会社所有者帰属持分 1,049円73銭
２．基本的１株当たり当期利益 282円80銭

Ｂ種種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権
利を有しているため、１株当たり親会社所有者帰属持分及び基本的１株当たり当期利益の算
定の際には、発行済株式総数及び期中平均発行済株式数に含めております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（1）顧客との契約から認識した収益及びその他の源泉から認識した収益の内訳は以下のとお

りであります。
顧客との契約から認識した収益 62,994百万円
その他の源泉から認識した収益 17,329百万円
合計 80,323百万円
その他の源泉から認識した収益には、IFRS第16号に基づくリース収益が含まれてお

ります。
（2）主要なサービスライン別に分解した収益の内訳は以下のとおりであります。

ナチュラルミネラルウォーター販売 48,716百万円
ウォーターサーバーレンタル 17,329百万円
その他 14,277百万円
合計 80,323百万円

２．収益を理解するための基礎となる情報
（1）ナチュラルミネラルウォーター販売

ナチュラルミネラルウォーター販売のサービスラインにおいては、ナチュラルミネラ
ルウォーター製品の宅配形式による製造販売を主要業務としております。このサービス
は、当社グループと顧客との契約等に基づき、サービスの内容や当事者間の権利と義務
が定められ、サービス内容の区分可能性や顧客への移転パターンに基づき、主な履行義
務を以下のとおり識別し、収益を認識しております。
当社グループは、顧客に製品を引渡し、着荷時点において顧客が支配を獲得し、履行

義務が充足されると判断しており、当該時点において収益を認識しております。
（2）ウォーターサーバーレンタル

ウォーターサーバーレンタルのサービスラインにおいては、ウォーターサーバーのレ
ンタルを行うことを主要業務としております。
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当社グループが、資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転するもの
ではないリースは、オペレーティング・リースに分類しております。オペレーティン
グ・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、受
取リース料は連結損益計算書においてリース期間にわたって定額法により収益として認
識しております。

（3）その他
当社グループは、一部の当社グループ代理店に対しその顧客開拓のため営業代行を行

っているほか、代理店・取次店に対する販促品の販売等の付随業務を行っております。
このサービスは、当社グループと顧客との契約等に基づき、サービスの内容や当事者間
の権利と義務が定められ、サービス内容の区分可能性や顧客への移転パターンに基づき、
主な履行義務を以下のとおり識別し、収益を認識しております。
当社グループは、サービス契約者のニーズに応じて、サービス提供会社のサービス契

約の取次を行う履行義務を負っており、サービス契約の取次時点で顧客が支配を獲得し、
履行義務が充足されると判断しており、当該時点において収益を認識しております。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約残高

当社グループの契約残高の内訳は以下のとおりであります。
2025年４月１日 2026年３月31日

顧客との契約から生じた債権 10,025百万円 9,561百万円
契約負債 136百万円 126百万円
契約負債は、主に顧客からの前受金及びポイント付与に伴う顧客のオプションに関連

するものです。当連結会計年度に認識した収益のうち、2025年４月１日現在の契約負
債残高に含まれていたものは、118百万円であります。また、当連結会計年度におい
て、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益の金額に重
要性はありません。
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（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループの契約は、当初の予想契約期間が１年以内である契約及びサービス提供

量に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約で構成されているため、実務上の
便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。なお、顧客との契約
から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
（業績連動型株式報酬制度の導入）

当社は、2026年５月12日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度
「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」（以下「本制度」
といいます。）を導入することを決議し、本制度に関する議案を2026年６月24日開催の第
20回定時株主総会に付議することといたしました。

１．導入の目的
本制度は、取締役等の報酬と業績及び株式価値の連動を明確にすることで、中長期的な

業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めるとともに、コーポレートガバナンス・コ
ードへの対応及び新たなインセンティブ体系の構築を目的としております。

２．概要
（１）名称
株式給付信託（BBT-RS）

（２）委託者
当社

（３）受託者
みずほ信託銀行株式会社（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）

（４）受益者
取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

（５）信託管理人
当社と利害関係のない第三者を選定する予定

（６）信託の種類
金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

（７）本信託契約の締結日
2026年８月（予定）

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 92ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



92

（８）金銭を信託する日
2026年８月（予定）

（９）信託の期間
2026年８月（予定）から信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。）

（国内無担保普通社債の発行）
当社は、2026年５月12日開催の取締役会決議において、国内無担保普通社債の発行に関

する包括決議を行いました。概要は以下のとおりであります。
１．発行総額

金40億円以内
（ただし、１回又は複数回に分けて発行することができる。）

２．払込金額
各社債の金額100円につき金100円

３．償還期限
４年以内

４．利率の上限
償還期限とほぼ同じ残存期間を持つ日本国債流通利回り＋2.0％以下

５．発行時期
2026年５月13日から2027年３月31日まで
（ただし、2027年３月31日当日までに募集が行われた場合については、発行時期に

含まれるものとする。）
６．償還方法

満期一括償還
（ただし、発行後の買入消却を可能とする。）

７．担保及び保証
担保及び保証は付さない
（ただし、担保付切換条項及び保証付切換条項が付される予定である。）
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８．資金使途
設備資金、投融資資金、社債の償還資金、借入金・リース債務の返済資金及び運転資

金に充当する予定であります。
９．その他

会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債発行及び募集に必要な一切の事項の
決定は、上記の範囲内において、取締役 清水利昭に一任する。

（自己株式の取得）
当社は、2026年５月12日付の会社法第370条に基づく取締役会決議において、会社法第

165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式の取
得について決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由
株主還元策の充実及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するためであり

ます。
２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 当社普通株式
（２）取得しうる株式の総数 125,000株（上限）
（３）株式の取得価額の総額 500百万円（上限）
（４）取得期間 2026年５月13日〜2026年12月30日
（５）取得方法 東京証券取引所における市場買付
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産 33,492

現金及び預金 31,684

売掛金 326

貯蔵品 2

前払費用 79

その他 1,400

固定資産 43,069

有形固定資産 353
建物 268

工具器具及び備品 82

リース資産 2

無形固定資産 0
その他 0

投資その他の資産 42,716
投資有価証券 15,108

関係会社株式 6,640

長期貸付金 1,492

関係会社長期貸付金 19,293

その他 270

貸倒引当金 △90

資産合計 76,562

負債の部
流動負債 19,838

短期借入金 700
一年内償還予定の社債 10,700
一年内返済予定の長期借入金 3,614
リース債務 59
資産除去債務 35
未払金 535
未払費用 162
未払法人税等 324
預り金 3,685
その他 22

固定負債 32,425
社債 22,350
長期借入金 9,828
繰延税金負債 106
その他 141

負債合計 52,263
純資産の部
株主資本 22,389
資本金 5,190
資本剰余金 4,400

資本準備金 4,400
利益剰余金 13,778

その他利益剰余金 13,778
繰越利益剰余金 13,778

自己株式 △980
評価・換算差額等 1,815
その他有価証券評価差額金 1,815

新株予約権 92
純資産合計 24,298
負債及び純資産合計 76,562

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） （単位：百万円）

科目 金 額

営業収益 6,628

営業費用 1,843

営業利益 4,785

営業外収益

受取利息 707

受取配当金 229

為替差益 141

その他 99 1,178

営業外費用

支払利息 288

社債利息 483

社債発行費 97

支払手数料 160

その他 14 1,043

経常利益 4,920

特別損失

関係会社株式評価損 8

貸倒引当金繰入額 90 98

税引前当期純利益 4,821

法人税、住民税及び事業税 298

法人税等調整額 156 454

当期純利益 4,366
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） （単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当期首残高 4,694 3,903 − 3,903 12,675 12,675 △479 20,794
当期変動額

新株の発行 13,822 13,822 − 13,822 − − − 27,644
新株の発行

（新株予約権の行使） 496 496 − 496 − − − 992
減資 △13,822 △13,822 27,644 13,822 − − − −
剰余金の配当 − − − − △3,263 △3,263 − △3,263
当期純利益 − − − − 4,366 4,366 − 4,366
自己株式の取得 − − − − − − △28,145 △28,145
自己株式の消却 − − △27,644 △27,644 − − 27,644 −
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) − − − − − − − −

当期変動額合計 496 496 − 496 1,102 1,102 △500 1,595
当期末残高 5,190 4,400 − 4,400 13,778 13,778 △980 22,389

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
評価・換算差
額等合計

当期首残高 111 111 298 21,205
当期変動額

新株の発行 − − − 27,644
新株の発行

（新株予約権の行使） − − − 992
減資 − − − −
剰余金の配当 − − − △3,263
当期純利益 − − − 4,366
自己株式の取得 − − − △28,145
自己株式の消却 − − − −
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,703 1,703 △206 1,497

当期変動額合計 1,703 1,703 △206 3,093
当期末残高 1,815 1,815 92 24,298

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

①子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法

②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産
貯蔵品
最終仕入原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年〜15年
工具、器具及び備品 ２年〜10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
ただし、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を考慮し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

４．収益及び費用の計上基準
収益の計上基準

当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識
しています。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する
当社の収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料にお

いては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務
が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を
認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しており
ます。

５．その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費 … 支払時に全額費用処理しております。
社債発行費 … 支払時に全額費用処理しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
(重要な会計上の見積り)
１．関係会社株式及び貸付金の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 6,640百万円
関係会社長期貸付金 19,293百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式については、関係会社の財政状態、直近の事業環境とそれを反映させた

事業計画に基づき、実質価額が取得価額と比べて著しく下落した場合には、回復可能性
が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。ま
た、関係会社に対する貸付金については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
について貸倒引当金を計上することとしております。
関係会社に対する投融資の評価における重要な見積りは、取得原価までの回復可能性

を合理的に判断するための将来利益計画及び貸付金返済のための資金計画であり、その
将来利益計画及び資金計画の重要な仮定は、関係会社の作成した事業計画、当該計画の
実現可能性、及びそれらに基づく回復可能性であります。
これらの関係会社の投融資の評価は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影

響を受ける可能性があり、関係会社の事業計画等の見直しが必要となった場合、翌事業
年度に重要な影響を与える可能性があります。
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２．繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 −百万円（繰延税金負債との相殺前の金額は

771百万円であります。）
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び発生金額に
よって見積っており、主に連結子会社から得られる経営指導料の成長率を主要な仮定と
して織り込んでおります。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって
影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なっ
た場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可
能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 243百万円

２．保証債務
連結子会社であるプレミアムウォーター株式会社及びプレミアムウォータープロダクツ

株式会社の債務に対し、次のとおり保証をしております。
未払金 10,097百万円
リース債務 49百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 552百万円
長期金銭債権 28百万円
短期金銭債務 71百万円
長期金銭債務 131百万円

４．貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約
当社は、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行４

行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約、及び取引銀行１行と当座借越契
約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメント
及び当座貸越極度額の総額 3,700百万円

借入実行残高 700百万円
差引額 3,000百万円

５．取締役等に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 3百万円
長期金銭債権 576百万円
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６．財務制限条項
(1) 2019年９月30日付の当社のタームローン契約（当事業年度末残高１年内返済予定の長

期借入金143百万円）については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項
に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性がありま
す。
① 2020年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の
資本合計の金額（IFRSベース）を2019年３月決算期末日における連結の財政状態計算
書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％及び直前の決算期末日における連結の財政
状態計算書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％のいずれか高い方の金額以上に維
持すること。

② 2020年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年
度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益（IFRSベース）が２期連続し
て損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年
３月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

(2) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2021年３月22日付の当社のタームローン契
約並びにコミットメント期間付タームローン契約（当事業年度末残高１年内返済予定の長
期借入金737百万円、長期借入金3,017百万円）については、財務制限条項が付されてお
り、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を
喪失する可能性があります。
① 2021年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の
資本合計の金額（IFRSベース）を2020年３月決算期末日における連結の財政状態計算
書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％及び直前の決算期末日における連結の財政
状態計算書上の資本合計の金額（IFRSベース）の75％のいずれか高い方の金額以上に維
持すること。

② 2021年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年
度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益（IFRSベース）が２期連続し
て損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年
３月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 103ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



103

(3) 2025年５月28日付の当社のタームローン契約（当事業年度末残高１年内返済予定の長
期借入金740百万円、長期借入金2,405百万円）については、財務制限条項が付されてお
り、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を
喪失する可能性があります。
① 2025年３月期決算以降、各事業年度の決算期末日における連結の財政状態計算書上
に記載される「資本合計」の金額（IFRSベース）を、2024年３月決算末日における連
結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額（IFRSベース）の75％及び直前
の決算期末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額（IFRS
ベース）の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

② 2024年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度
の決算期における連結の損益計算書上に示される営業損益（IFRSベース）が２期連続し
て損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年
３月期決算期及びその直前期の決算を対象として行われる。

③ 債務者は、契約期間中、東京証券取引所における上場廃止事由に抵触せず、上場を維
持すること。
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引による取引高
営業収益 6,628百万円
営業取引以外の取引による取引高 556百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式数 普通株式 323,034株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
税務上売上認識額 22百万円
未払事業税 62百万円
貸倒引当金 28百万円
子会社株式評価損 61百万円
関連会社株式評価損 395百万円
税務上の繰越欠損金 628百万円
その他 80百万円
繰延税金資産小計 1,278百万円
評価性引当額 △507百万円

繰延税金資産合計 771百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △831百万円
その他 △45百万円

繰延税金負債合計 △877百万円
繰延税金負債の純額 △106百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
(1) 役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称

又は氏名

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

役員

萩尾陽平
(被所有)
直接
3.9%

当社
代表取締役会長

資金の貸付
(注)２,３

47 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

49 投資その他の資産
長期貸付金 46

金本彰彦
(被所有)
直接
1.6%

当社
代表取締役社長

資金の貸付
(注)２,３

100 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

0 投資その他の資産
長期貸付金 99

長野成晃
(被所有)
直接
0.3%

当社
取締役CFO

資金の貸付
(注)２,３

50 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

11 投資その他の資産
長期貸付金 97

新株予約権の行使
(注)４

39 − −

今泉貴広
(被所有)
直接
1.2%

当社
専務取締役

貸付金の返済
(注)２,３

1

流動資産
その他 0

投資その他の資産
長期貸付金 93

武井道雄
(被所有)
直接
0.2%

当社
取締役

資金の貸付
(注)２,３

60 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

15 投資その他の資産
長期貸付金 59

新株予約権の行使
(注)４

35 − −
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種類 会社等の
名称

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

役員

谷口政一郎
(被所有)
直接
0.2%

当社
取締役

資金の貸付
(注)２,３

50 流動資産
その他 3

貸付金の返済
(注)２,３

5 投資その他の資産
長期貸付金 105

新株予約権の行使
(注)４

50 − −

清水利昭
(被所有)

直接
0.1%

当社
取締役

資金の貸付
(注)２,３

69 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

1 投資その他の資産
長期貸付金 81

新株予約権の行使
(注)４

61 − −

波多江亮
(被所有)
直接
0.2%

当社
上級執行役員

資金の貸付
(注)２,３

55 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

12 投資その他の資産
長期貸付金 93

濵口裕二
(被所有)
直接
0.1%

当社
上級執行役員

資金の貸付
(注)２,３

75 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

12 投資その他の資産
長期貸付金 96

新株予約権の行使
(注)４

54 − −
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種類 会社等の
名称

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

役員

古谷啓伍
(被所有)

直接
0.3%

当社
上級執行役員

貸付金の返済
(注)２,３

2

流動資産
その他 0

投資その他の資産
長期貸付金 97

新株予約権の行使
(注)４

68 − −

中沢毅
(被所有)
直接
0.1%

当社
執行役員

資金の貸付
(注)２,３

40 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

0 投資その他の資産
長期貸付金 39

新株予約権の行使
(注)４

13 − −

佐藤光将
(被所有)
直接
0.1%

当社
執行役員

資金の貸付
(注)２,３

60 流動資産
その他 0

貸付金の返済
(注)２,３

1 投資その他の資産
長期貸付金 89

新株予約権の行使
(注)４

54 − −

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
３．貸付金の担保として同氏保有の当社株式に対して質権設定を行っております。
４．2020年８月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権の行使によるものであります。

なお、取引金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行使による払込金額を記載しております。
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(2) 親会社

種類 会社等の
名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社 株式会社
光通信

(被所有)
直接
29.6%
間接
40.5%

第三者割当増資 Ｂ種種類株式の
払込(注)１ 27,644

資本金 13,822

資本剰余金 13,822

自己株式取得
相対取引による
自己株式の取得
(注)２

27,644 預り金 3,663

（注）１．2026年1月23日開催の臨時株主総会決議に基づき実施した第三者割当増資について、同社は発行したB種種類株式の総数を
引き受けております。なお引受価格は、当該臨時株主総会決議日の前日である2026年１月22日の当社普通株式の終値に対
して10％を割引した金額（当該終値の90％に相当する金額とし、１円未満の端数は切り上げた額）としております。

２．自己株式の取得については、2026年1月23日開催の臨時株主総会決議に基づき実施した相対取引の方法で取得したもので
す。買付価格は当該臨時株主総会決議日の前日である2026年１月22日の当社普通株式の終値に対して10％を割引した金額
（当該終値の90％に相当する金額とし、１円未満の端数は切り上げた額）としております。なお預り金の期末残高について
は、当該自己株式取得にかかるみなし配当に対する源泉所得税の金額であります。
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(3) 子会社及び関連会社

種類 会社等の
名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社

プ レ ミ ア ム
ウ ォ ー タ ー
株 式 会 社

(所有)
直接

100.0%

資金の貸借
（ＣＭＳ）

CMSによる
資金取引
(注)２

−
関係会社
長期貸付金

10,899
利息の受取
(注)２

284

経営管理
役員の兼任
管理業務の受託

経営指導料等
(注)３

2,823 売掛金 276

配当金の受取 受取配当金 3,000 − −

債務保証
銀行借入等に対
する債務保証
(注)５

10,097 − −

債務被保証
銀行借入等に対
する債務被保証
(注)６

5,334 − −

株 式 会 社
PWリソース

(所有)
直接

100.0%
債務被保証

銀行借入等に対
する債務被保証
(注)７

3,897 − −
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種類 会社等の
名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社

プ レ ミ ア ム
ウォータープロダクツ
株 式 会 社

(所有)
間接

100.0%

資金の貸借
（ＣＭＳ）

CMSによる
資金取引
(注)２

−
関係会社
長期貸付金

7,924
利息の受取
(注)２

179

債務被保証
銀行借入等に対
する債務被保証
(注)７

3,897 − −

株 式 会 社
プ レ ミ ア ム
ビジネスサポート

(所有)
直接

100.0%
業務委託 事務管理業務の

委託(注)４ 468 未払金 68

関連
会社

株 式 会 社
DREAMBEER

(所有)
直接
15.7%

役員の兼任
出資の引受
社債の引受

利息の受取
(注)８

74 投資有価証券 3,579

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）による資金取引については、取引が反復的に行われているため、取引金額

の記載を省略し期末残高のみを表示しております。なお、金利については市場金利を勘案して合理的に決定しております。
また、担保の受入は行っておりません。

３．経営指導料等については、双方協議のうえ、合理的に決定しております。
４．業務委託費については、双方協議のうえ、合理的に決定しております。
５．金融機関からの支払委託契約に対して債務保証を行っているものであります。なお、保証料の受取及び担保の受入は行って

おりません。
６．当社の金融機関からの借入5,334百万円に対して債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払及び担保の提

供は行っておりません。
７．当社の金融機関からの借入3,897百万円に対して債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払及び担保の提

供は行っておりません。
８．社債の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 792円53銭
２．１株当たり当期純利益 146円13銭

Ｂ種種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の
権利を有しているため、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定の際には、
発行済株式総数及び期中平均発行済株式数に含めております。

(重要な後発事象に関する注記)
（業績連動型株式報酬制度の導入）

当社は、2026年５月12日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度「株
式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」（以下「本制度」とい
います。）を導入することを決議し、本制度に関する議案を2026年６月24日開催の第20回
定時株主総会に付議することといたしました。
１．導入の目的

本制度は、取締役等の報酬と業績及び株式価値の連動を明確にすることで、中長期的
な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めるとともに、コーポレートガバナン
ス・コードへの対応及び新たなインセンティブ体系の構築を目的としております。

２．概要
（１）名称
株式給付信託（BBT-RS）

（２）委託者
当社

（３）受託者
みずほ信託銀行株式会社（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）

（４）受益者
取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

（５）信託管理人
当社と利害関係のない第三者を選定する予定
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（６）信託の種類
金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

（７）本信託契約の締結日
2026年８月（予定）

（８）金銭を信託する日
2026年８月（予定）

（９）信託の期間
2026年８月（予定）から信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。）
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（国内無担保普通社債の発行）
当社は、2026年５月12日開催の取締役会決議において、国内無担保普通社債の発行に関

する包括決議を行いました。概要は以下のとおりであります。
１．発行総額
金40億円以内
（ただし、１回又は複数回に分けて発行することができる。）

２．払込金額
各社債の金額100円につき金100円

３．償還期限
４年以内

４．利率の上限
償還期限とほぼ同じ残存期間を持つ日本国債流通利回り＋2.0％以下

５．発行時期
2026年５月13日から2027年３月31日まで
（ただし、2027年３月31日当日までに募集が行われた場合については、発行時期に含

まれるものとする。）
６．償還方法
満期一括償還
（ただし、発行後の買入消却を可能とする。）

７．担保及び保証
担保及び保証は付さない
（ただし、担保付切換条項及び保証付切換条項が付される予定である。）

８．資金使途
設備資金、投融資資金、社債の償還資金、借入金・リース債務の返済資金及び運転資金

に充当する予定。
９．その他

会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債発行及び募集に必要な一切の事項の
決定は、上記の範囲内において、取締役 清水利昭に一任する。
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（自己株式の取得）
当社は、2026年５月12日付の会社法第370条に基づく取締役会決議において、会社法第

165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取
得することを決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由

株主還元策の充実及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するためであり
ます。
２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 当社普通株式
（２）取得しうる株式の総数 125,000株（上限）
（３）株式の取得価額の総額 500百万円（上限）
（４）取得期間 2026年５月13日〜2026年12月30日
（５）取得方法 東京証券取引所における市場買付
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月19日
株式会社プレミアムウォーターホールディングス

取 締 役 会 御 中
三 優 監 査 法 人

東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 山 本 公 太
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 道 明

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社プレミアムウォーターホールディングスの2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められ

る開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社プレミアムウォーターホールディングス及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計

算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示

項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基
準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 116ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



116

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められ
る開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立

性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月19日
株式会社プレミアムウォーターホールディングス

取 締 役 会 御 中
三 優 監 査 法 人

東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 山 本 公 太
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 道 明

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社プレミアムウォーターホールディングスの2025年４月１

日から2026年３月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に

係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し

て意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類

等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、

我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

2026年05月25日 13時47分 $FOLDER; 118ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



118

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監
査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立

性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第20期事業年度の取締役の職務の執行に関して監査いたしまし
た。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づい
て整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会規程及び監査等委員会監査基準に準拠し、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分

担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会
計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
３．各監査等委員間で異なる監査意見はありません。

４．重要な後発事象はありません。

2026年５月19日
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 監査等委員会

常勤監査等委員 加藤 次夫 印
監査等委員 柴田 亮 印
監査等委員 髙橋 邦美 印
監査等委員 内田 正之 印
監査等委員 有田 道生 印

（注）監査等委員 髙橋邦美、内田正之及び有田道生は会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会会場
ご案内図

株式会社プレミアムウォーターホールディングス
東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
TEL：03-6694-7670（代表）
URL：https://premiumwater-hd.co.jp/

2026年６月24日（水曜日）午後２時00分
（開場 午後１時15分）日 時

場 所 東京都港区六本⽊三丁目２番１号 住友不動産六本⽊グランドタワー9F
ベルサール六本⽊グランドコンファレンス
センター Room A

（TEL：050-3112-0907）
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■ 南北線
｢六本木一丁目駅｣
直結

■ 日比谷線・大江戸線
｢六本木駅｣
徒歩５分

※お車でのご来場はご遠慮
ください。

交 通

スマートフォンやタブレット

端末から左記の QR コードを

読み取ると Google マップに

アクセスいただけます。

車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
お手伝いが必要な方は事前にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

環境に配慮した植物油インキを
使用しています。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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